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 第１章 総説 

１ 茅ヶ崎市の概要

（１）位置と地勢 

（２）人口と世帯数の推移

２ 茅ヶ崎市の清掃事業の沿革



１ 茅ヶ崎市の概要 

（１）位置と地勢
神奈川県の中南部、東経１３９度２４分、北緯３５度１９分に位置し、東京から西に５０㎞

あまり、東は藤沢市、西は相模川をはさんで平塚市、南は海岸線約６㎞に及ぶ相模湾、そして北は寒川町と 

接しています。面積は３５.７６㎞２、東西６.９４㎞、南北７.６０㎞で、周囲は３０.４６㎞に及んでいます。 

県下１９市のうち７番目に面積が小さく、市北部の丘陵のほかは、平坦な地形となっています。市内には、小出川、 

千ノ川、駒寄川のほか、小糸川の源流が流れており、また、平塚市との境には相模川があります。気候は四季を通じ 

て温暖で、夏涼しく冬暖かい快適な環境です。 

（２）人口と世帯数の推移 

（各年１０月１日現在） 

年度 
世帯数 

(世帯） 

人口(人） 
備考 

総 数 男 女 

平成21年 93,716 234,114 115,740 118,374 

平成22年 93,445 235,081 115,245 119,836 国勢調査人口 

平成23年 94,324 235,659 115,358 120,301 

平成24年 95,262 236,093 115,414 120,679 

平成25年 96,339 237,065 115,785 121,280 

平成26年 97,479 237,826 116,126 121,700 

平成27年 97,944 239,424 116,904 122,520 国勢調査人口 

平成28年 99,112 240,046 117,071 122,975 

平成29年 100,278 240,618 117,254 123,364 

平成30年 101,941 242,003 117,872 124,131 

令和元年 102,867 241,887 117,749 124,138 

令和２年 102,532 242,389 117,608 124,781 国勢調査人口 

令和３年 104,132 243,406 117,993 125,413 

令和４年 105,611 244,091 118,160 125,931 

令和５年 107,275 245,534 118,904 126,630 
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２ 茅ヶ崎市の清掃事業の沿革 

年 月 日 機 構 ・ 法 令 ご み し 尿 

昭和  ２９年１１月 

 ３２年 ７月 

３３年 ４月 

３５年 ７月 

３７年 ４月 

３９年 ３月 

６月 

４０年 １月 

４２年１０月 

４４年  ４月 

４６年 ３月 

  ４月 

５月 

４７年  ４月 

７月 

４９年 ３月 

５月 

６月 

   ５２年 ８月 

 

５４年 ７月 

茅ヶ崎市清掃条例制定 

清掃課を設置 

部制民生部清掃課となる 

茅ヶ崎市廃棄物の処理及

び清掃に関する条例制定 

生活環境部に部名を変更 

環境美化センターが生活

環境部清掃課から独立 

環境整備課に課名を変更 

塵芥焼却場萩園に完成（

固定バッチ炉１５ｔ/日） 

焼却炉増設（固定バッチ

炉 １５ｔ/日） 

焼却炉増設（固定バッチ

炉 ３０ｔ/日） 

可燃ごみ週２回収集市内

全域開始 

芹沢第１埋立地埋め立て

開始（６，５１５㎡） 

芹沢第１埋立地埋め立て

完了 

芹沢第２埋立地埋め立て

開始(１３，１５４㎡） 

焼却炉完成（ストーカ炉 

１５０ｔ/日）  

粗大ごみ・不燃ごみ収集

市内全域開始  

芹沢第２埋立地埋め立て

休止 

芹沢第３埋立地埋め立て

開始（２５，４２３㎡） 

粗大ごみ処理施設完成 

（５０ｔ／５ｈ） 

し尿収集・運搬を委託 

し尿処理施設完成 （１０

０ｋｌ/日） 

し尿処理施設増設 

（７０ｋｌ/日） 
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年 月 日 機 構 ・ 法 令 ご み し 尿 

昭和  ５６年 ４月 

５月 

  ５７年 ３月 

 ５８年 ８月 

５９年 ４月 

６月 

  ６０年 ７月 

  ６１年 ３月 

 ６２年 ４月 

平成    ３年 ３月 

      ４月 

 １０月 

 １１月 

５年 ２月 

  ３月 

    ４月 

５月 

６月 

７月 

環境美化センターに清掃

事業所・収集事務所新設 

生活環境部に廃棄物処理

施設建設事務所を新設 

組織改正により環境部に

環境保全課・ごみ減量課

・清掃施設計画課・収集

事務所・清掃事業所を新

設 

茅ヶ崎市斎場開設 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化

、資源化及び適正処理等

に関する条例一部施行 

茅ヶ崎市廃棄物減量等推
進審議会設置 

産業廃棄物最終処分場設

置（芹沢第２埋立地） 

焼却炉完成 

（流動床炉１５０ｔ/日） 

祝祭日収集開始 

廃乾電池分別収集開始 

大型ごみを戸別収集（申

込制）に変更 

芹沢第３埋立地埋め立て

完了 

堤一般廃棄物最終処分場

完成(１８，８６８㎡） 

不燃ごみを２５日に１回

収集に短縮 

収集部門管理棟・車庫完

成 

産業廃棄物最終処分場廃

止（芹沢第２埋立地） 

新焼却処理施設建設着工（

ストーカ炉３６０ｔ/日） 

資源ごみ選別処理施設完

成（２０ｔ/５ｈ） 

資源ごみ隔週定曜日収集

市内全域開始 

し尿処理三次処理施設完成 

汚泥肥料設備完成 

 

寒川町し尿処理施設建設

に係る事務委託 
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年 月 日 

 

機 構 ・ 法 令 

 

ご み 

 

し 尿 

平成 ５年  ８月 

 

                ９月 

 

 

 

          ６年 １月 

 

                      ４月 

      ７年  ９月 

 

                  １０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  １２月 

      ８年  １月 

 

 

                      ４月 

 

 

           

９月 

 

  ９年   ４月 

 

    １０年   ４月 

 

 

           

１１月 

 

 

 

 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化

、資源化及び適正処理等

に関する条例（以下「条

例」という。）施行 

 

 

 

組織改正により清掃施設

計画課を廃止 

条例改正（一般廃棄物処

理手数料の改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市一般廃棄物（ご

み）処理基本計画を作成 

 

牛乳パック回収開始（市

内各公共施設１１ヶ所） 

 

 

 

 

清掃事業所でのフロン回

収を開始 

ごみ通信ちがさきの発行 

 

 

大型ごみ有料化 １個に

つき（５００円） 

一般廃棄物処理施設に直

接搬入 事業活動に伴い

排出（１キログラムにつ

き１５円）に改定 

新焼却処理施設完成（全

連続燃焼式ストーカ炉３

６０ｔ／日）      

 

 

 

 

リサイクル品展示室開設 

西浜小学校に生ごみ処理

機設置（平成１４年３月

廃止） 

清掃事業所での余剰電力

の売電開始 

 

 

燃せるごみ・燃せないご

み・資源ごみの袋を透明

または乳白色の半透明袋

に変更 

ペットボトルのモデル地

区での収集開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒川町美化センター試験

稼働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

寒川町美化センター完成 

寒川町にし尿処理事務 

委託（寒川町美化センタ

ーの本稼働） 

 

 

4



年 月 日 機 構 ・ 法 令 ご み し 尿 

平成１１年１２月 

 ～  

 １２年 ３月 

 ４月 

 １３年１０月 

 １４年 ４月 

 ６月 

組織改正によりごみ対策

課に課名を変更 

組織改正により環境政策

課を新設 

条例改正（一般廃棄物処

理手数料の改定） 

家庭用電動式生ごみ処理

機購入費補助金の要綱制

定 

組織改正により清掃施設

整備課を新設 

条例改正（「茅ヶ崎市民

の美しく健康的な生活環

境を守る条例」制定によ

る一部改正） 

平成１２年４月からの新

分別収集に伴い、市内全

地区で説明会を実施 

新分別収集開始（燃やせ

るごみ、燃やせないごみ

、びん・かん、ダンボー

ル、ペットボトル、新聞

ちらし、本・雑誌・雑紙

、衣類・布類、飲料用紙

パック、大型ごみ） 

一般廃棄物処理施設に直

接搬入 １００キログラ

ム未満（５００円）、１

００キログラムのもの（

１，０００円）、１００

キログラムを超えるもの

（１，０００円に１０キ

ログラムを増すごとに１

００円を加算）に改定 

家庭用電動式生ごみ処理

機購入費補助の開始 

浜之郷小学校に生ごみ処

理機設置（平成３０年３

月廃止） 

緑が浜小学校に生ごみ処

理機設置（平成３０年３

月廃止） 

飲料用紙パックの拠点回

収を廃止し資源物の集積

場所にて分別収集を開始 

燃やせるごみの収集を全

地区週２回とする 

し尿の収集及び浄化槽清

掃に関する事務が、環境

保全課からごみ対策課へ

移管 
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年 月 日 機 構 ・ 法 令 ご み し 尿 

１０月 

平成１５年   ３月 

 ９月 

１６年   ３月 

４月 

６月 

 １０月 

 １１月 

１７年 ４月 

    １８年  ４月 

１９年 ４月 

２０年 １月 

３月 

茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ

）処理基本計画を作成 

組織改正により清掃施設整

備課をごみ対策課に統合 

条例改正（し尿） 

ごみ対策課から収集事務所

へ事務一部移管 

(ごみ分別等排出指導に関

すること。) 

条例改正（資源抜き取り禁

止） 

組織改正により収集事務所

と清掃事業所を環境事業セ

ンターに統合

三者協調型資源物回収制度

の開始 

一般廃棄物（ごみ・生活排

水）処理基本計画改訂 

湘南東ブロックごみ処理広

域化実施計画策定 

寒川町の可燃ごみの焼却 

処理開始 

 

鶴が台小学校に生ごみ処

理機設置（平成３０年３

月廃止） 

堤十二天最終処分場完成 

堤十二天最終処分場供用

開始 

指定法人へペットボトル

の再商品化業務委託開始 

こども１１０番パッカー

くんを開始 

ペットボトルの圧縮梱包

施設完成 

ペットボトルの圧縮梱包

処理委託の開始 

 

 

プラスチック製品の一部

を燃やせないごみから燃

やせるごみに変更 

ダンボールの収集委託を

開始 

びん・かん、ペットボト

ルの収集委託を開始

 

安心まごころ収集制度の

開始 

 

確認カードの廃止 
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年 月 日 

 

機 構 ・ 法 令 

 

ご み 

 

し 尿 

平成２０年 ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２年    ４月 

 

      

 

２３年  ４月 

 

 

 

 

 

 

２４年  ３月 

 

条例改正（一般廃棄物処理

手数料の改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織改正により資源循環課

に課名を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型ごみ（一辺の長さが

おおむね５０センチメー

トルを超え２メートル未

満で特定大型ごみを除く

）（１個につき５００円） 

特定大型ごみ（安楽椅子

、鏡付き化粧だんす、書

棚、食器棚、寝台、卓、

たんす、机で一辺の長さ

がおおむね５０センチメ

ートルを超え２メートル

未満）（１個につき１，

０００円） 

特定粗大ごみ（一辺の長

さがおおむね５０センチ

メートル以下のもので定

期の収集により難しいガ

ス調理機器、暖房機器（

灯油又は出すを燃料とす

るものに限る。）、タイ

ヤチェーン（金属製のも

のに限る。）鉄亜鈴）（

１個につき５００円） 

一般廃棄物処理施設に直

接搬入 事業活動に伴い

排出 （１０キログラム

につき２００円）に改定 

市内一部地域でびん･か

ん･ペットボトルのコン

テナ･ネット収集モデル

事業開始 

市内一部地域でプラスチ

ック製容器包装類・廃食

用油・金属類の資源物収

集モデル事業開始 

市内全域でびん・かん・

ペットボトルのコンテナ

・ネット収集試行開始 

寒川広域リサイクルセン

ター完成 
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年 月 日 

 

機 構 ・ 法 令 

 

ご み 

 

し 尿 

平成２４年 ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

２５年  ３月 

 

 

２５年 １０月 

 

 

２６年  ４月 

 

 

２７年  ４月 

     

９月 

 

２８年  ８月 

 

    

１０月 

 

 

 

    １２月 

 

２９年  ４月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市一般廃棄物（ごみ

・生活排水）処理基本計画

改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湘南東ブロックごみ処理広

域化実施計画改訂 

組織改正により環境事業セ

ンターに施設整備担当課長

を新設 

茅ヶ崎市が保健所政令市に

移行したことに伴い、自動

車リサイクル法に関する事

務が、神奈川県から資源循

環課へ移管 

寒川広域リサイクルセン

ター本稼働開始 

市内全域でびん・かん・

ペットボトルのコンテナ

・ネット収集開始 

市内全域でプラスチック

製容器包装類・廃食用油

・金属類（指定１０品目

）の収集開始 

 

 

 

使用済小型家電（指定１

７品目）実証事業の収集

開始 

大型ごみ・特定大型ごみ

・特定粗大ごみの民間業

者へ収集委託を開始 

寒川町の不燃ごみの処理 

開始 

ごみ焼却施設基幹的設備

改良工事着工 

イオンリテール株式会社

との提携による使用済小

型家電の回収開始 

蛍光管等分別収集開始（

茅ヶ崎市） 

リネットジャパン株式会

社との提携による使用済

小型家電の回収開始 

 

粗大ごみ処理施設の運転

管理の民間委託を開始 

蛍光管等分別収集開始（

寒川町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

し尿の収集及び浄化槽清掃

に関する事務が、資源循環

課から環境保全課へ移管 
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年 月 日 

 

機 構 ・ 法 令 

 

ご み 

 

し 尿 

     １０月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年 ３月 

 

 

 

 

 

１２月 

 

 

 

 

３１年  ３月 

 

 

令和  ２年   ３月 

 

 

 

     ７月 

 

 

  ３年 ３月 

 

 

条例改正（一般廃棄物処

理手数料の改定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市一般廃棄物（ご

み・生活排水）処理基本

計画改訂 

茅ヶ崎市環境事業センタ

ー粗大ごみ処理施設整備

基本計画策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市ごみ減量化基本

方針策定 

茅ヶ崎市災害廃棄物処理

計画策定 

 

 

 

 

 

 

一般廃棄物処理施設に直

接搬入１００キログラム

未満（６００円）、１０

０キログラム（１，２０

０円）、１００キログラ

ムを超えるもの（１，２

００円に１０キログラム

を増すごとに１２０円を

加算）、事業活動に伴い

排出 （１０キログラム

につき２４０円）に改定 

ごみ焼却施設基幹的設備

改良工事完了 

リサイクル品展示室閉鎖 

 

 

 

堤十二天最終処分場埋立

期間延長 

環境事業センター旧ごみ

焼却処理施設上屋解体工

事着工 

環境事業センター旧ごみ

焼却処理施設上屋解体工

事完了 

 

 

 

 

環境事業センター旧ごみ

焼却処理施設地下部解体

工事着手 

生ごみ処理容器設置事業

廃止 
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年 月 日 機 構・法 令 ご  み し  尿 

令和 ３年 ４月 

３年 ４月 

～ 

４年 ３月 

４年 ３月 

４年 ４月 

茅ヶ崎市環境基本計画策定 

茅ヶ崎市・寒川町気候非常

事態宣言を表明 

湘南東ブロックごみ処理広

域化実施計画改定 

条例改正（一部追加及び一

般廃棄物処理手数料の改定

） 

剪定枝の収集運搬業

務、処分業務の委託を

開始 

金属類の指定品目８品

目に変更 

生ごみ処理容器購入費

補助を家庭用生ごみ処

理機購入費補助と統合 

令和４年４月１日から

の「ごみ有料化」の周

知を実施 

一般廃棄物の排出方法

（指定収集袋の使

用）、調査、改善勧告

を追加 

指定収集袋（一般家

庭）５リットル袋（１

袋につき１０円）、１

０リットル袋（1袋につ

き２０円）、２０リッ

トル袋（１袋につき４

０円）、４０リットル

袋（１袋につき８０

円）（事業活動に伴い

排出するもの）２０リ

ットル袋（１袋につき

１５０円）、４０リッ

トル袋（１袋につき３

００円） 

大型ごみ（１個につき

７００円） 

特定大型ごみ（１個に

つき１，４００円） 

特定粗大ごみ（１個に

つき７００円） 

一般廃棄物処理施設に

直接搬入するもの １

００キログラム以下の 
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年 月 日 機 構 ・ 法 令 ご み し 尿 

令和 ５年 ３月 

もの（１，４００円に１

０キログラムを増すごと

に１４０円を加算）、事

業活動に伴い排出 （１ ０

キログラムにつき２８０

円）に改定 

安心まごころ収集制度の要

件を緩和 

燃やせるごみ収集運搬業務

の一部委託を開始 

し尿処理広域化方針の策定 
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第２章 環境部の機構 

１ 組織図 

２ 環境部の人員内訳 

３ 事務分掌規則

26128
取り消し線



１ 組織図 

環境部 

環境政策課 

環境保全課

資源循環課 

環境事業センター

施設整備担当課長 

環境政策担当 

温暖化対策担当

環境保全担当 

資源循環担当 

業務担当 

管理担当 

２ 環境部の人員内訳 

（令和６年４月１日現在） 

区分 事務系 技術系 技能系・労務系 合計 

環 境 政 策 課 ７ １ ０ ８ 

環 境 保 全 課 ４ ４ ０ ８ 

資 源 循 環 課 ６ ３ ０ ９ 

環境事業センター ８ ６ ７０ ８４ 

合 計 ２５ １４ ７０ １０９ 

*派遣職員含む。

*再任用職員・会計年度任用職員は含まない。

ごみ処理関係（環境事業センター）人員内訳

*焼却施設運転管理業務、粗大ごみ処理施設運転管理業務、最終処分場浸出水処理施設関連業務、

大型ごみ等収集運搬業務、資源物収集運搬業務、剪定枝収集運搬業務は委託

事務系 技術系 収集 計量 処分場 合計 

８ ６ ６３ ３ ４ ８４ 

12



３ 事務分掌規則 

環境政策課 

(1) 環境政策の企画、調査研究及び総合調整に関すること。

(2) 環境基本計画に関すること。

(3) 茅ヶ崎市環境マネジメントシステムに関すること。

(4) 地球環境の保全に関すること。

(5) 自然保護思想の啓発及び普及に関すること。

(6) 太陽光発電設備普及啓発基金の寄附採納に関すること。

(7) 市の鳥に関すること。

(8) 部内の事務事業の総合調整に関すること。

(9) 部内の重要事業の進行管理に関すること。

(10) 部内業務の事務能率の増進に関すること。

(11) 部内の課長会議その他会議に関すること。

(12) 部内の連絡に関すること。

環境保全課 

(1) 公害防止対策の計画及び連絡調整に関すること。

(2) 騒音を規制する地域の指定及び規制基準の設定等に関すること。

(3) 水質汚濁の防止に係る常時監視等に関すること。

(4) 悪臭を規制する地域の指定及び規制基準の設定等に関すること。

(5) 公害防止統括者等の選任の届出の受理等に関すること。

(6) 振動を規制する地域の指定及び規制基準の設定等に関すること。

(7) 土壌汚染対策に係る調査及び報告等に関すること。

(8) 汚染土壌処理業に関すること。

(9) 地下水採取の許可及び届出書の受理等に関すること。

(10) 大気汚染の防止に係る監視及び規制等に関すること。

(11) 公害の発生予防及び防止の指導に関すること。

(12) 公害の調査、測定及び分析に関すること。

(13) 公害事案の処理に関すること。

(14) 浄化槽の設置の届出の受理等に関すること。

(15) 浄化槽保守点検業者の登録及び指導に関すること。

(16) 環境美化事業に関すること。

(17) 空地等(他の所管に属するものを除く。)の浄化推進に関すること。

(18) 公衆便所(他の所管に属するものを除く。)に関すること。

(19) 屎尿の収集及び浄化槽清掃に関すること。

(20) 一般廃棄物処理手数料（ 屎尿及び浄化槽の汚泥に係るものに限る。）の賦

課、徴収及び減免に関すること。

資源循環課 

(1) ごみの減量化及び資源化施策の推進及び広報に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の設置及び廃止に関すること。

(3) 一般廃棄物の収集処理計画に関すること。

(4) 一般廃棄物処理業に関すること。

(5) ごみ減量化・資源化基金の寄附採納に関すること。

(6) 一般廃棄物の統計の総括に関すること。

(7) 一般廃棄物処理施設見学の調整及び連絡に関すること。
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(8) 一般廃棄物処理施設との連絡調整に関すること。 

(9) 使用済自動車の再資源化等に関する法律（ 平成 14 年法律第 87 号） の規定に

よる関連事業者の登録、許可及び指導に関すること。 

(10) ごみの減量化、資源化等に係る各部課かいとの連絡調整に関すること。 

 
環境事業センター 

(1) ごみの処理に関すること。 

(2) ごみの搬入の許可に関すること。 

(3) ごみの収集運搬に関すること。 

(4) ごみの分別等排出指導に関すること。 

(5) ごみの集積場所の設置指導に関すること。 

(6) ごみの不法投棄の防止に関すること。 

(7) 事業系一般廃棄物の調査に関すること。 

(8) 犬猫等の死体の処理に関すること。 

(9) 一般廃棄物処理手数料(別に定めるものを除く。)の賦課、徴収及び減免に関

すること。 

(10) ごみの焼却処理施設、粗大ごみ処理施設及び最終処分場の施設及び設備の維

持管理に関すること。 

(11) 作業用自動車の管理及び運用に関すること。 

(12) 環境事業センターの維持管理に関すること。 
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第３章 清掃事業の予算・決算 

１ 令和５年度予算 

２ 令和６年度当初予算 

３ 令和５年度清掃関係決算総括表 

(１) 歳入

(２) 歳出



１ 令和５年度決算 
令和５年度の一般会計決算の総額は87,417,954,706円でそのうち清掃費（ごみ処理及びし尿処理） 

は、4,212,713,630円で、総額に占める割合は、約5.07％です。 

内訳は、図のとおりです。 

２ 令和６年度当初予算 

令和６年度の一般会計予算の総額は93,230,000,000円でそのうち清掃費（ごみ処理及びし尿処理） 

は、5,492,150,000円で、総額に占める割合は、約5.89％です。 

内訳は、図のとおりです。 

清掃費

 5,492,150,000円 

清掃費  

4,212,713,630円 

じんかい処理費

2,198,555,942 円  

52.2%  

清掃総務費

1,728,090,371 円  

41.0%  

し尿処理費

286,067,317 円  

6.8%  

し尿処理費

292,403,000 円 

5.3% 

じんかい処理費

3,481,620,000 円  

63.4%  

清掃総務費

1,718,127,000 円  

31.3%  
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３ 令和５年度清掃関係決算総括表 

(１)歳入

(単位：円) 

款・項・目 
節 

備 考 
区 分 金 額 

14 使用料及び手数料 986,379,531 

1 使用料 1,925,371 

3 衛生使用料 2 清掃使用料 1,925,371 1 建物使用料 1,737 

2 土地使用料 1,923,634 

2 手数料 948,453,160 

2 衛生手数料 1 保健衛生手数料 

2 清掃手数料 

288,720 

948,164,440 

8 浄化槽保守点検業者登録手数料 288,720 

1 一般廃棄物(ごみ)処理手数料 919,736,630 

2 一般廃棄物(し尿)処理手数料 28,015,810 

3 一般廃棄物処理業許可申請手数料 400,000 

4 自動車再資源化処理手数料 12,000 

3 証紙収入 36,001,000 

1 証紙収入 1 証紙収入 36,001,000 1 大型ごみ処理手数料 36,001,000 

15 国庫支出金 3,328,000 

2 国庫補助金 3,328,000 

3 衛生費国庫補助

金 

2 清掃費補助金 3,328,000 1 廃棄物処理施設整備交付金 3,328,000 

16 県支出金 36,727,000 

2 県補助金 36,727,000 

3 衛生費県補助金 3 市町村自治基盤 

強化総合補助金 

36,727,000 1 広域連携事業補助金 36,727,000 

17 財産収入 11,471,564 

1 財産運用収入 23,317 

2 利子及び配当金 1 利子収入 23,317 10 ごみ減量化・資源化基金利子 23,317 

2 財産売払収入 11,448,247 

2 物品売払収入 1 物品売払収入 11,448,247 1 不用物品売払収入 11,448,247 

18 寄附金 647,000  

1 寄附金 647,000  

4 衛生費寄附金 1 衛生費指定寄附金 647,000 2 ごみ減量化・資源化基金寄附金 647,000 

19 繰入金 360,448,000 

2 基金繰入金 360,448,000 

8 ごみ減量化・資 

源化基金繰入金 

1 ごみ減量化・資 

源化基金繰入金 

360,448,000 1 ごみ減量化・資源化基金繰入金 360,448,000 

21 諸収入 713,363,621 

4 受託事業収入 127,880,964 

2 衛生費受託事業 

収入 

2 清掃費受託事業 

収入 

127,880,964 1 ごみ焼却処理施設運営管理受託事業収入 

127,880,964 

5 雑入 585,482,657 
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2 雑入 3 衛生費雑入 585,482,657 2 広告掲載料  2,366,000 

5 ごみ発電余剰電力売電収入  272,539,683 

6 有価物売却代  233,049,210 

7 リサイクル協会拠出金  73,377,323 

10 粗大ごみ処理施設整備事業費負担金     2,644,258 

15 粗大ごみ処理施設整備事業費負担金（繰越分） 

745,569 

90 その他雑入  760,614 

合計 2,112,364,716 
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(２)歳出 

(単位：円) 

款・項・目 
節 

備 考 
区 分 金 額 

4 衛生費 4,212,713,630  

 2 清掃費 4,212,713,630  

 1 清掃総務費 1,728,090,371  

 1 報酬 270,000 10 職員給与費 831,298,431 

20 清掃総務管理経費 249,555,752 

30 環境指導員関係経費               255,262 

40 ごみ減量化・資源化基金積立金 

646,980,926 

2 給料 401,293,345 

3 職員手当等 296,127,898 

4 共済費 133,877,188 

11 需用費 461,705 

12 役務費 48,727,653 

13 委託料 200,125,775 

14 使用料及び賃借料 51,381 

19 負担金補助及び交付金 155,000 

23 償還金利子及び割引料 19,500 

25 積立金 646,980,926 

2 じんかい処理費 2,198,555,942  

 1 報酬 25,484,522 10  環境事業センター管理経費   95,752,486 
 3 職員手当等 4,204,890 20  収集運搬経費   190,390,445 

 4 共済費 2,885,597  1 収集業務経費    190,390,445 

 9 旅費 595,142 30 動物死体処理経費   3,604,700 
 11 需用費 380,158,947  40 不法投棄防止事業費 493,743 

 12 役務費 17,601,679 50 焼却炉経費  710,609,303 

 13 委託料 1,405,281,173 60 粗大ごみ処理施設経費  121,349,409 

 14 使用料及び賃借料 49,966,001 70 最終処分場経費  268,733,196 

 15 工事請負費 16,320,000 80 ごみの減量化･資源化推進費  37,057,416 

 16 原材料費 3,106,576 90 分別収集事業費  484,274,175 

 18 備品購入費 0 100 広域リサイクルセンター管理運営経費 

 19 負担金補助及び交付金 292,624,515 260,143,429 

 27 公課費 326,900 110 粗大ごみ処理施設整備事業費 

   21,274,640 
   120 粗大ごみ処理施設整備事業費（繰越分） 
   4,873,000 

3 し尿処理費 286,067,317  

 1 報酬 748,215 10 し尿処理事業経費              162,072,674 

20 し尿処理施設管理運営経費負担金 

123,994,643 

11 需用費 315,584 

12 役務費 410,000 

13 委託料 156,989,515 

14 使用料及び賃借料 2,366,760 

19 負担金補助及び交付金 125,237,243 

23 償還金利子及び割引料 0 
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第４章 ごみ関係事業 
 

１ 収集 

 

２ 中間処理 

 

３ 最終処分 

 

４ 施設の所在地 

 

５ ごみ処理施設と機材 

 

（１）ごみ処理施設 

 

（２）機材 

 

６ ごみ処理の流れ 



 

１ 収集 

昭和４０年から市内全域の生ごみ（２回／週）及び粗大ごみ（１回／３ケ月）の収集を、ス

テーション方式により実施しました。平成７年度からは、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資

源物＜びん、かん＞、大型ごみ（予約制戸別収集：有料）の４分別収集を実施してきましたが、

平成１２年度にごみの分別を拡大し、燃やせるごみ、燃やせないごみ、資源物＜びん・かん、

ペットボトル、ダンボール、飲料用紙パック、新聞・チラシ、本・雑誌・雑紙、衣類・布類＞、大型

ごみの４種１０分別収集となりました。 

その後、平成２３年度から市内全域において、びん、かん、ペットボトルをコンテナ・ネットによ

る収集に変更し、平成２４年度から市内全域において、プラスチック製容器包装類、廃食用油、金属

類（指定１０品目）の収集を開始しました。平成２５年度から市内の公民館など１５カ所に回収ボ

ックスを設置し、使用済小型家電（指定１７品目、令和元年度より回収ボックス投入口に入るもの

に変更）の回収を開始し、コミュニティセンターやイオン２店舗などでの設置拡大を経て、市内２

９カ所で回収しています。また、令和３年度から金属類を指定８品目に変更し、新たに剪定枝(予約

戸別収集：無料)の収集を開始しました。 

現在は、燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみ（特定大型ごみ、特定粗大ごみを含む）、資

源物＜びん、かん、ペットボトル、古紙類（ダンボール、飲料用紙パック、新聞・チラシ、

本・雑誌・雑紙）、衣類・布類、プラスチック製容器包装類、廃食用油、金属類（指定８品目）、使

用済小型家電、剪定枝＞の４種１３分別収集となっています。 

また、平成１９年度から、ごみや資源物を集積場所まで持ち出すことが困難な世帯を対象に玄関

先などからの戸別収集を行い、併せて収集するときに一声掛け、安否確認も行う「安心まごころ収

集」を開始しています。 

ごみ・資源物の収集は、環境事業センター（業務担当）による収集のほか、平成１９年度から

資源物の全てについて、茅ヶ崎市資源分別回収協同組合による収集委託を開始し、平成２６年度

からは大型ごみの収集と受付業務についても委託を開始しました。また、令和４年度からは、燃

やせるごみの一部地区についても収集委託を開始しています。 

ごみ集積場所（ステーション）の数は、燃やせるごみ８，７２４カ所、燃やせないごみ７，０

１５カ所と資源物（びん、かん、ペットボトル、古紙類、衣類・布類、プラスチック製容器包装

類、廃食用油、金属類（指定８品目））３，６８１カ所となっています。（令和６年４月１日現

在） 

犬猫等の死体処理は、環境事業センター(業務担当)で申込みを受け付けた後、株式会社動物愛

護の会に委託しています。 

令和４年度より燃やせるごみ、燃やせないごみに対して指定収集袋での排出(ごみ有料化)を開

始しました。 
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２ 中間処理 

収集されたごみや資源物は、環境事業センター(管理担当)または寒川広域リサイクルセンター

へ搬入されます。燃やせるごみは焼却し、燃やせないごみ・大型ごみは、粗大ごみ処理施設で圧

縮・破砕した後に、可燃物については焼却しています。なお、燃やせないごみ・大型ごみの中に

は鉄類など資源化できるものが多く含まれているため、処理する前後に手選別及び磁選機にて抽

出し、資源化しています。 

また、資源物をより有効に利用するため、寒川広域リサイクルセンターにおいて、びん及びプラ

スチック製容器包装類は手選別し、スチールかんは磁選機によって、アルミかんはアルミ選別機に

よって選別・圧縮形成しています。さらに、ペットボトルについても、圧縮機で圧縮・梱包処理を行

っています。 

 
 

３ 最終処分 

中間処理後の焼却灰は、堤十二天一般廃棄物最終処分場等に埋め立て及び溶融処理等による再資

源化を行っています。一般廃棄物最終処分場の適正な維持管理をはかるためにも、ごみの減量

化・資源化が重要な課題です。 

 
 

４ 施設の所在地 
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< 環境事業センター 業務担当>     

 茅ヶ崎市萩園１０８５番地 TEL 0467(57)0200 FAX 0467(86)6833 

< 環境事業センター 管理担当>     

 茅ヶ崎市萩園８３６番地 TEL 0467(58)4299 FAX 0467(58)7330 

< 堤十二天一般廃棄物最終処分場 >     

 茅ヶ崎市堤１３００番地外     

< 茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 >     

 茅ヶ崎市今宿８２９番地 TEL 0467(57)8310 FAX 0467(82)5339 

< 寒川広域リサイクルセンター >     

 寒川町宮山２５２４番地 TEL 0467(74)5547 FAX 0467(74)5568 

< 寒川町美化センター >     

 寒川町田端１５７８番地－３ TEL 0467(74)3341 FAX 0467(74)3351 
 

< 株式会社都実業グリーンリサイクル茅ヶ崎営業所 > 

茅ヶ崎市赤羽根３８９５番地 TEL 0467(55)2490 FAX 0467(55)2491 

環境事業センター（業務担当） 

 

環境事業センター（管理担当） 

堤十二天一般廃棄物最終処分場 

21



 

 
 

寒川広域リサイクルセンター 
 

５ ごみ処理施設と機材 

(１)ごみ処理施設 

環境事業センター （ごみ焼却施設） 

所 
 

在 
 

地 萩園８３６番地 

規 模 敷 地 面 積 １８，９７８ ㎡ 

  
建 築 面 積 ３，９７４ ㎡ 

完 成 年 月 日 平成７年９月３０日 

総 事 業 
 

費 １６，８８１，７００千円 

処 理 方 
 

法 全連続燃焼式ストーカ炉 

処 理 能 
 

力 ３６０ｔ／日（１２０ｔ／日×３炉） 

 

環境事業センター（粗大ごみ処理施設） 

所 在 地 萩園８３６番地 

規 模 ８３１．６６ ㎡ 

完 成 年 月 日 昭和５２年８月２２日 

総 事 業 費 ３２２，５０７千円 

処 理 方 法 ＣＨ１０／１５００型ハンマークラッシャー 

処 理 能 力 ５０ｔ／５Ｈ 

 

 
 

堤十二天一般廃棄物最終処分場（堤十二天埋立処分地） 

所 在 地 堤１３００番地外 

規 模 埋立面積１６，８５０ ㎡ 埋立容量 １８６，０００ ㎥ 

完 成 年 月 日 平成１６年３月 

処 理 方 法 サンドイッチ及びセル方式 

事 業 費 １，９００，５００千円 
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堤十二天一般廃棄物最終処分場（堤十二天浸出水処理施設） 

所 在 地 堤１３００番地外 

規 模 処理能力５０ ㎥／日 調整槽容量 ５，６００ ㎥ 

完 成 年 月 日 平成１６年３月 

処 理 方 法 凝集沈殿処理施設＋砂ろ過＋微量有害物質除去＋下水道放流 

事 業 費 ６４０，５００千円 

 

 
 

堤十二天一般廃棄物最終処分場（堤十二天補完水処理施設） 

所 在 地 堤１３００番地外 

規 模 処理能力 ８０㎥／日 

完 成 年 月 日 平成２２年３月 

処 理 方 法 凝集沈殿処理施設＋活性炭ろ過 

事 業 費 ３０，３１４千円 

 

 
 

寒川広域リサイクルセンター 

所 在 地 寒川町宮山２５２４番地 

規 模 敷 地 面 積 １２，０６３．９０ ㎡ 

建 築 面 積 ２，９９１．００ ㎡ 

完 成 年 月 日 平成２４年３月 

建 設 事 業 費 １，４９０，８７４千円 

処 理 能 力 ５５．５ｔ／日（７．５Ｈ） 

 

 
 

株式会社都実業グリーンリサイクル茅ヶ崎営業所（剪定枝資源化施設） 

所 在 地 茅ヶ崎市赤羽根３８９５番地 

規 模 ６,１９０,９３ ㎡ 

完 成 年 月 日 平成２４年９月 

処 理 能 力 １４４ｔ／日 
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(２)機材  

（令和６年４月１日現在） 
 

 
管 理 場 所 

 
機材及び保有台数 

 

 

 

環境事業センター 

（業務担当） 

２トンロードパッカー 32台 

２トンダンプ  ５台 

軽四輪自動車 １台 

軽トラック ２台 

軽ダンプ ４台 

マイクロバス １台 

 

 

 

 

 

環境事業センター 

（管理担当） 

４トンダンプ ２台 

バキュームカー １台 

ショベルローダー ２台 

ペンチャー １台 

フォークリフト １台 

脱着装置付コンテナ車 ２台 

軽四輪自動車 １台 

軽トラック １台 

２トンロードパッカー ２台 

 
最終処分場 

４トンダンプ １台 

１０トンダンプ １台 
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資 源 物 

古紙類 

使用済小型家電

剪定枝 

寒川広域リサイクルセンター 

資 源 物 

びん

かん 

ペットボトル 

廃食用油 

金属類（指定８品目）

６ ごみ処理の流れ 
環 境 事 業 セ ン タ ー 

最終処分場 

（埋立処理） 

資源化 

資源化 

専門処理工場 

リサイクル可能なもの

選別圧縮処理 かん 選別処理 びん 

資源化 

選別圧縮梱包処理 ペットボトル、プラスチック製容器包装類 

一時保管 衣類・布類、廃食用油、金属類（指定 8 品目）

資源化 

古紙類 

使用済小型家電

剪定枝 

燃やせるごみ、燃やせないごみ、大型ごみ 

茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 

灰 

金属類 

乾電池・蛍光管 

大型ごみ、特定大型ごみ、 

特定粗大ごみ 

粗 大 ご み 処 理 施 設 

（ 破 砕 処 理 ） 

燃やせないごみ 

ご み 焼 却 処 理 施 設 

（ 焼 却 処 理 ） 

燃やせるごみ 

寒川広域リサイクルセンター 

環 境 事 業 セ ン タ ー 

再 生 処 理 業 者 

直接搬入ごみ 

資源物 

資源物 
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 第５章 統計 
 

 

 

 

１ 人口とごみ排出量の推移 

 

２ ごみ排出量の推移 

 

３ 市民１人１日当たりのごみ排出量の推移 

 

４ 資源物量の内訳 

 

（１） 収集量 

 

（２） 資源化量 

 

５ 資源物売却代金の推移 

 

６ 燃やせないごみ・大型ごみからの資源化量 

 

７ リサイクル率 

 

８ ごみ処理に係る費用 

 

 ９ 家庭系燃やせるごみの内訳・分別状況 

１０ 発電（サーマルリサイクル） 

１１ 不法投棄対策 

 

１２ 犬・猫等動物の死体処理 

１３ 安心まごころ収集 

１４ ダイオキシン類測定結果 



１ 人口とごみ排出量の推移 

人 口： 各年度１０月１日現在 
ごみ排出量： 各年度実績値 

24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 

100,000 60000 

63,206 
63,693 

65000 

150,000 

69,225 70000 

70,131 70,030 
70,573 

71,404 
71,087 71,420

70,940

72,282 
200,000 

73,734 

75000 

241,887 240,618 239,424 
237,065 

243,406 
237,826 236,093 

250,000 
245,534 242,003 

240,046 

244,091 
人口（人）

242,505 80000 
ごみ排出量（ｔ） 

26



２ ごみ排出量の推移 
（単位：ｔ） 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市

収

集

分 

燃 や せ る ご み 40,128 39,846 38,855 32,782 31,992 

燃 や せ な い ご み 2,878 3,241 3,591 1,578 1,684 

大 型 ご み 837 825 898 622 614 

資 源  物 13,234 13,945 14,263 14,808 14,369 

乾 電  池 40 43 43 35 40 

蛍 光  管 9 10 7 5 5 

直

接

搬

入 

分 

家 

庭

系 

燃 や せ る ご み 0 0 0 0 0 

燃やせないごみ 2,050 1,941 2,462 1,745 1,939 

資 源 物 471 430 1,003 952 1,080 

事 

業

系 

燃 や せ る ご み 10,358 9,374 9,848 10,787 11,001 

燃やせないごみ 568 476 434 379 482 

合  計 70,573 70,131 71,404 63,693 63,206 

３ 市民１人１日当たりのごみ排出量の推移 

（単位：ｇ） 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

元 2 3 4 5 

市民一人当たりのごみ排出量（資源物を含む） 

市民一人当たりのごみ排出量（資源物を除く） 

797.2 
792.3 803.7 

714.9 

703.3 
642.4 

629.9 631.9 

538.01 

531.4 
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４ 資源物量の内訳 

（１）収集量 （単位：ｔ） 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

び ん 1,701 1,779 1,788 1,714 1,660 

か ん 699 752 750 690 675 

ペ  ッ  ト  ボ  ト  ル 724 758 788 823 841 

古 紙 類 6,804 6,905 6,985 7,108 6,831 

ダ ン ボ ー ル  2,747  3,020 3,090 3,136  3,106 

新 聞 ・ チ ラ シ 627 520  536  518 425 

本 ・ 雑 誌 ・ 雑 紙 3,373 3,302  3,296  3,383 3,229 

飲 料 用 紙 パ ッ ク 57 63 63  71 71 

衣 類 ・ 布 類 1,161 1,370 1,424 1,336 1,297 

プラスチック製容器包装類 2,440 2,612 2,759 3,340 3,279 

廃 食 用 油 87 94 79 70 68 

金 属 類 69 79 68 52 54 

使 用 済 小 型 家 電 20 26 26 21 21 

剪 定 枝 ― ― 599 606 723 

合 計 13,705 14,375 15,266 15,760 15,449 

※小数点第１位四捨五入

（２）資源化量 （単位：ｔ） 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

び ん 1,632 1,776 1,743 1,654 1,609 

か ん 684 740 730 688 662 

ペ ッ  ト  ボ  ト ル 665 687 713 744 774 

古 紙 類 6,814 6,904 6,986 7,108 6,831 

ダ ン ボ ー ル  2,748  3,019  3,090  3,136 3,106 

新 聞 ・ チ ラ シ 627 520  536  518 425 

本 ・ 雑 誌 ・ 雑 紙 3,382 3,302  3,296  3,382 3,229 

飲 料 用 紙 パ ッ ク 57 63 64  72 71 

衣 類 ・ 布 類 1,172 1,005 1,441 1,337 1,294 

プラスチック製容器包装類 2,090 2,269 2,436 2,868 2,870 

廃 食 用 油 76 83 76 69 62 

金 属 類 71 85 70 56 57 

使 用 済 小 型 家 電 20 26 26 21 21 

剪 定 枝 ― ― 599 607 723 

合 計 13,224 13,575 14,820 15,152 14,903 
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５ 資源物売却代金の推移 
（単位：円） 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

び

ん 

カ レ ッ ト 0 0 0 0 0 

ﾘ ﾀ ー  ﾅ ﾌ ゙  ﾙ びん 134,601 151,725 110,989 0 0 

か  ん 54,470,814 57,277,002 102,024,253 119,229,708 105,640,380 

ペ ッ ト ボ ト ル 0 0 0 0 0 

古  紙 類 46,479,866 34,235,339 33,947,908 37,033,449 31,545,410 

ダ ン ボ ー ル 23,671,718  16,471,533  16,789,318  20,498,865 20,672,585 

新 聞 ・ チ ラ シ 5,178,749 2,863,893  2,954,800  3,648,349 3,307,479 

本・雑誌・雑紙 17,215,975 14,558,624  13,854,554  12,493,737 7,172,254 

飲料用紙パック 413,424 341,289  349,236  392,498 393,092 

衣 類 ・ 布 類 4,484,561 551,913 419,048 31,319,345 71,194,092 

プラスチック製容器包装類 0 0 0 0 0 

廃 食  用 油 1,513,941 1,646,324 1,612,212 2,567,435 4,521,465 

金  属 類 2,522,207 3,137,402 5,311,646 4,937,622 4,416,972 

使 用 済 小 型 家 電 474,124 239,145 260,750 273,294 1,172,086 

剪  定 枝 ― ― 0 0 0 

合 計 110,080,114 97,238,850 143,686,806 195,360,853 218,490,405 

※金額は、当該年度４月から３月までの数値です。（ただし、古紙類のうち、茅ヶ崎市資源分別回

収協同組合分のみ前年度３月から当該年度２月までの数値です。）

※古紙類については、茅ヶ崎市資源分別回収協同組合分（市収集分と直接搬入分）と寒川広域リサイ

クルセンター分（直接搬入分）を合算した数値です。 

※公益財団法人日本容器リサイクル協会で再商品化の対象となるペットボトルとプラスチック製容器

包装類の拠出金については、本表に計上していません。 

※剪定枝については、資源化に伴う収益はありません。
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６ 燃やせないごみ・大型ごみからの資源化量 

市で収集した燃やせないごみ・大型ごみの中には、資源化できるものが多く含まれていますので、処理

する前に手選別及び磁選機により資源化を行っています。 

（単位：ｔ） 

区分    年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

鉄類 817 786 849 435 396 

アルミ 10 8 11 6 6 

その他 203 207 249 142 138 

合 計 1,030 1,001 1,109 583 540 

※その他はステンレス、自転車、モーター、オーディオ等

７ リサイクル率 

資源化は、資源物として排出された市収集資源物及び直接搬入された資源物の資源化量、燃やせない

ごみ・大型ごみからの資源回収量（磁選別、破砕前の資源化量）及び焼却残渣の有効活用（焼却後の

灰の溶融化等）があります。 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ごみ排出量（ｔ） 70,573 70,131 71,404 63,693 63,206 

資

源

化 

量 

資源物の資源化量（ｔ） 13,224 13,575 14,820 15,152 14,903 

磁選別の資源化量（ｔ） 504 520 588 237 192 

破砕前の資源化量（ｔ） 579 536 571 385 393 

焼却残渣の有効活用 (ｔ) 1,054 1,796 1,577 1,937 1,826 

リサイクル率  （％） 21.8 23.4 24.6 27.8 27.4 

８ ごみ処理に係る費用 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

人 口（人） 241,887 242,389 243,406 244,091 245,534 

ごみ処理量（ｔ） 70,573 70,131 71,404 63,693 63,206 

ごみ処理経費（千円） 3,459,372 3,136,779 3,276,598 3,956,544 3,273,501 

市民１人当たりの処理経費(円) 14,302 12,941 13,461 16,209 13,332 

1ｔ当たりの処理経費（円） 49,018 44,727 45,888 62,119 51,791 

※人口は、各年度１０月１日現在の数値です。
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９ 家庭系燃やせるごみの内訳・分別状況 

※令和５年度に実施したごみ組成分析調査の結果です。

１０ 発電（サーマルリサイクル） 

ボイラーで発生した蒸気を利用して、蒸気タービン発電機（出力：３，０００kW 平成２９年度更新） 

を動かし発電することで、ごみ焼却炉から発生する熱エネルギーを有効利用しています。発電した電力は、環境事

業センターの電力を賄うとともに、余剰電力については平成８年９月より電力会社へ売却しています。 

また、発生した熱を環境事業センター内の給湯、冷暖房にも利用しています。 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発電出力 （kW) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

発電量 （kWh） 20,950,815 21,285,028 20,626,355 18,792,403 17,224,377 

売電量 (kWh） 12,840,065 13,201,611 13,022,116 11,412,889 10,297,529 

売電額 （円） 152,377,316 149,373,334 109,684,769 157,554,924 272,539,683 

燃やせるごみ

（適正排出分）

76.32%

燃やせるごみの中の

燃やせないごみ

5.57%

資源物

18.11%

内食品ロス分

16.25%

（資源物内訳） 

プラスチック類 5.87% 

紙類 10.00% 

衣類 1.80% 

その他 0.44% 

不適正排出分 
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１１ 不法投棄対策 

ごみの不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、自然環境の破壊にもつながるので、絶対に許すこと

のできない行為です。市では、市民の快適な生活環境を守るため、不法投棄対策として、不法投棄者の監視

や不法投棄防止用啓発看板・不法投棄防止用監視カメラ（ダミーを含む）の設置及び維持管理などを実施し

ています。市が管理すべき公有地等で啓発した件数は次のとおりです。 

区分 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数（件） 147 97 115 181 148 

回収量（ｔ） 20.6 21.4 18.2 9.3 9.4 

警察通報（件） 7 6 7 7 4 

看板設置数（枚） 16 9 13 17 24 

カメラ設置数(基) ） 1 1 2 27 17 

１２ 犬・猫等動物の死体処理 

区分   年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

通報件数(件) 539 497 499 496 528 

処理件数(件) 523 470 475 460 497 

１３ 安心まごころ収集 

茅ヶ崎市では、高齢者や障害をお持ちの方など、ごみと資源物を集積場所まで持ち出すことが困難な世

帯を対象に、「安心まごころ収集」を実施しております。 

「安心まごころ収集」は、ごみ及び資源物を玄関先等から戸別収集するのと同時に、一声を掛け安否を

確認することにより、その世帯の日常生活の負担を軽減し、在宅生活の継続を支援するサービスです。 

区分   年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

実績（世帯） 336 382 444 474 526 
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１４ ダイオキシン類測定結果 

ごみ焼却処理施設及び最終処分場に係るダイオキシン類の調査を行っています。その結果、両施設とも法令

で定められた基準値を下回っています。 

今後も継続して測定を行い、安心のできるごみ処理を続けていきたいと考えています。 

（令和５年度） 

測 定 場 所 測定値 基準値 単位 

排

ガ

ス 

ご み 焼 却 処 理 施 設 

１ 号炉煙突 
夏 期 0.00020 

1 ng-TEQ/㎥N 

冬 期 0.0055 

２ 号炉煙突 
夏 期 0.0058 

冬 期 0.00057 

３ 号炉煙突 
夏 期 0.0027 

冬 期 0.00071 

排

水 

ご み 焼 却 処 理 施 設 排水処理施設 
原 水 1.5 － 

pg-TEQ/L 

放 流 水 0.032 10 

堤 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 
浸出液処理 

施 設 

原 水 5.2 － 

放 流 水 0.0047 10 

堤十二天一般廃棄物最終処分場 
浸出水処理

施 設 

原 水 0.029 － 

放 流 水 0.000028 10 

補完水処理 

設備放流水 
0.000027 10 

灰 
焼  却 灰  0.048 3 

ng-TEQ/g 
飛 灰 （ 固 化 灰 ） 1.2 － 

大 

気 
堤十二天一般廃棄物最終処分場 

北 側 0.010 
0.6 pg-TEQ /㎥N 

南 側 0.011 

水

質 

堤 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 

浸出液処理 

施 設 内 
観 測 井 戸 0.029 

1 pg-TEQ/L 
管 理 棟 横 

埋立地井戸 0.030 

遮水シート下 0.030 

堤十二天一般廃棄物最終処分場 

N O . 1 地 下 水 0.030 

N O . 3 地 下 水 0.053 

地 下 水 集 水 管 0.026 

土

壌 

堤 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 
北 側 え ん 堤 25 

1,000 pg-TEQ/g 

西 側 境 界 12 

堤十二天一般廃棄物最終処分場 
北 西 側 2.5 

南 西 側 2.5 

ご み 焼 却 処 理 施 設 灰積出し場北側植え込み 10 

ｎｇ（ナノグラム）は１０億分の１グラム 

ｐｇ（ピコグラム）は１兆分の１グラム 

㎥Ｎ（ノルマル立方メートル）は０℃１気圧における１立方メートル 

ＴＥＱは毒性等価濃度 
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第６章  ごみの減量化・資源化事業 

１ 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会 

２ 茅ヶ崎市環境指導員 

３ ごみの減量化と資源化対策 

（１）資源回収推進地域補助金制度

（２）家庭用生ごみ処理機購入費補助

４ 焼却残渣の有効利用

５ リサイクル品の出張展示

６ 啓発活動 

（１） 「ごみと資源物の分け方・出し方」「ごみと資源物の収集カレンダー」の発行

（２） 「ごみ通信ちがさき」の発行

（３） ちがさき環境フェア

（４） 「きれいなちがさき条例」の啓発

（５） 環境学習

（６） 施設見学の実施

（７） 自治会向け出前講座

（８） ごみ減量・リサイクル推進店制度



１ 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会 

平成５年７月に茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会を設置し、一般廃棄物の減量化、資源化及び

適正処理等に関する事項について審議しています。 

委員は１２名、任期は２年です。 

＜構 成＞ 

（１） 市民

（２） 関係団体の代表者

（３） 事業者の代表者

（４） 学識経験を有する者

（５） 環境指導員

＜任 期＞ 

２年 

２ 茅ヶ崎市環境指導員 

自治会長の推薦により環境指導員を市長が委嘱し、ごみの減量化・資源化推進事業への参加、協

力及び推進指導をお願いしています。環境指導員の人数は、令和６年３月末現在で３６８名です。 

＜職 務＞ 

（１） ごみ集積場所でのごみの分け方・出し方の指導

（２） ごみの集積場所の管理等に関する指導

（３） ごみの減量化・資源化及び排出指導等に関する会議・研修会等への出席

（４） その他ごみに関する市及び自治会との連絡調整

＜任 期＞ 

２年 

３ ごみの減量化と資源化対策 

資源を大量に消費すると、地球環境を脅かすさまざまな要因をつくり出します。資源の少ない

わが国は、資源を有効に利用しなければなりません。 

資源として再利用できるものをごみとして出さずに資源化することは、ごみの減量化になるとと

もに、省資源・省エネルギーにつながる大切なことです。 

（１）資源回収推進地域補助金制度

資源回収推進地域補助金制度は、廃棄物等の分別回収により焼却ごみの減量化と資源の有

効利用の推進を図るために、平成２０年１月から始まりました。 

本制度は、補助対象を市内の全自治会及び自治会に準ずる団体と定め、自治会区域内で回収

された資源物の収集量に応じて、補助金を交付しています。市民一人一人に資源分別への意識

を高めて頂いてごみの減量化・資源化を推進することと、より一層の地域コミュニティの活性

化を目的としています。令和５年度には、１３５自治会に補助金を交付しました。 

＜補助金額＞ 

分別排出した資源化できる廃棄物等の量、１キログラムにつき２．０円（令和４年４月１ 

日変更）とします。（一円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。） 
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分別排出 補 

助

金 

申 

請 

委託 委託 

売 

却 

益 

売却益 売却益 

売 売 

却 

支 

払 

い 却 

支 

払 

い 

びん、かん、ペットボトル、衣類・ 

布類、プラスチック製容器包装類、 

廃食用油、金属類（指定８品目） 

の中間処理及び売却 

寒川広域リサイクルセンター 

古紙類の売却 

茅ヶ崎市資源分別回収協同組合 

（自治会等） 

域 全 市 内 

＜資源回収推進地域補助金制度の仕組み＞ 

資源物の集積場所 

委託 

茅ヶ崎市資源分別回収協同組合

による資源物の収集・運搬 

茅ヶ崎市 

制度全体の

管理運営 

資源再生処理業者 
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資源の有効利用 
地域のコミュニティ

活動の振興 

＜資源回収推進地域補助金制度の効果＞ 

環 ご 資 エ 住 地 

み

処 
源 ネ

ル 

民

相 

域

活 境 

理 の ギ 互 動 

の 経 再 ー の の 

費

の 
利 の

節 

親

睦 

活

発 美 

節 用 約 化 

化 減 

（２）家庭用生ごみ処理機購入費補助

平成１２年度より、ごみの減量化・資源化の推進のため、家庭用生ごみ処理機の購入費の一

部を補助しています。なお、令和３年度より、生ごみ処理容器の助成事業（平成３年度より実

施）と統合したため、生ごみ処理容器、家庭用生ごみ処理機区別なく１世帯１台までで、購入金

額の３分の１（上限２万５千円）を補助しています。 

令和元年度  令和２年度  令和３年度 令和４年度  令和５年度 

生ごみ処理 

容器 

台数（個） 72 68 88 88 18 

累計（個） 7,668 7,736 7,824 7,912 7,930 

家庭用生ご 

み処理機 

台数（個） 40 45 194 146 84 

累計（個） 1,553 1,598 1,792 1,938 2,022 

資 源 回 収 

ごみの減量 
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ざんさ 

４ 焼却残渣の有効利用 

焼却残渣を高温で溶融固化することにより、得られた固化物（スラグ）は路盤材などに 

利用され、金属も回収され再資源化されています。その他、焼却残渣をセメントや人工砂 

の原料にしたりもしています。 

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

再資源化量(t) 1,054 1,796 1,577 1,937 1,826 

５ リサイクル品の出張展示 

収集した大型ごみの中から再利用が可能と思われる品物（主に家具類）を選別し、修理を 

行った後、市内のイベントにて展示し、抽選で提供する出張展示を行っています。 

令和５年度は、市民活動団体との連携により、ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２にて、リサイクル展示を

３回（計１２点）行い、また、環境に関する各種イベントにおいても、リサイクル展示を３回行

い、リユースを推進しました。 

申込件数は、合計５１件となりました。また、自主財源を確保するため、リサイクル品当選者に

対し「茅ヶ崎市ごみ減量化・資源化基金」への積極的な寄附を呼び掛け、寄付金は、11,500円とな

りました。 

＜リサイクル品の出張展示の様子＞ 
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６ 啓発活動 

（１）「ごみと資源物の分け方・出し方」「ごみと資源物の収集カレンダー」の発行

ごみを正しく分別・排出していただくために、「ごみと資源物の分け方・出し方」及び「ごみ

と資源物の収集カレンダー」を年１回作成し、市内各世帯に配布しています。 

（２）「ごみ通信ちがさき」の発行 

茅ヶ崎市のごみ事情について広く知っていただくため、令和５年度は、令和５年１２月に

発行し市内各世帯に配布しました。 

（３）ちがさき環境フェア

市民団体、学校、事業者及び行政による環境活動のパネル展示、ワークショップなどを通じ、

広く環境について理解を深めていただくための取り組みを行っています。令和４年度から消防 防

災フェスティバルと同時開催をしています。 

日  時  令和５年１１月１２日（日）午前１０時から午後３時まで 

場  所  茅ヶ崎市役所前広場、本庁舎１階市民ふれあいプラザ・４階会議室 

主な内容  スペシャルイベント「気象予報士／防災士のくぼてんきさんと考える地球 

温暖化」、おもしろ環境教室、エコ体験コーナー、フードドライブ、お 

もちゃの修理、ＦＫＰ不要品回収プロジェクト、リサイクル家具の展示、 

古本市、市民活動団体・事業者・行政等のパネル展示、スクールエコア 

クション活動展など

（４）「きれいなちがさき条例」の啓発

空き缶やたばこの吸い殻のポイ捨て、犬のふんの放置、深夜（午後１０時～翌朝午前６時）

における花火の実施などを禁止している「茅ヶ崎市民の美しく健康的な生活環境を守る条例 

（愛称：きれいなちがさき条例）」啓発のため、看板の設置、ホームページ等での情報発信

などの取り組みを実施しています。 
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（５）環境学習

環境問題に対する意識の向上を目的として、小・中学校で行われている総合学習やイベント

等に協力し、講義や実地体験などを通じて、ごみの減量化・資源化の現状や問題点等を学んでも

らっています。 

また、ごみ関連学習及びごみ関連施設見学対象学年である小学４年生を対象として、茅ヶ崎

市のごみの分別について理解するとともに、自分たちが出しているごみ・資源物がどのように

処理されているか、再商品化（リサイクル）されているかを知ることにより、ごみの減量

化・資源化を促すため、希望のあった小学校への出張環境学習を行っています。 

【出張環境学習の主な内容】 

・ごみと資源物について

・パッカー車について

・海洋ごみについて

年度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 

合計 5 1,269 5 491 11 1,320 14 1,431 10 1,130 

海洋ごみについての学習 

ごみと資源物についての学習 

パッカー車についての学習 
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（６）施設見学の実施
（単位：人） 

年 度 

団体名 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

環境事業 

センター

寒川広域リサイ 

クルセンター

環境事業 

センター

寒川広域リサイ 

クルセンター

環境事業 

センター

寒川広域リサイ 

クルセンター

環境事業 

センター

寒川広域リサイ 

クルセンター

環境事業 

センター

寒川広域リサイ 

クルセンター

小学校 2,180 1,148 0 0 1387 945 1,011 570 1,935 1,173 

中学校 12 49 0 0 24 45 1 0 7 31 

行政関係 82 115 0 0 9 102 19 9 9 17 

自治会 147 163 0 4 20 0 12 13 60 68 

各種団体 17 42 0 2 33 54 0 0 34 61 

その他 49 0 45 0 0 18 131 16 4 8 

合 計 2,487 1,517 45 6 1473 1,164 1,174 608 2,049 1,358 

※寒川広域リサイクルセンターの施設見学者数は、団体施設見学者のみの人数となります。

（※個人施設見学者数については、申し込み不要のため、人数を把握していません。） 

（７）自治会向け出前講座

自治会での環境活動への取り組みの一環として、茅ヶ崎市のごみと資源物についての理解を深

めてもらうため、自治会向けの環境学習会（出前講座）を実施しています。 

【出張環境学習の主な内容】 

・お茶碗一杯分のごみダイエットにチャレンジ

年度 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 

合計 2 71 0 0 19 544 0 0 13 336 
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 （８）ごみ減量・リサイクル推進店制度

ごみの約６割が容器・包装類だといわれています。その容器・包装類を減らすため、平成７

年１０月より「ごみ減量・リサイクル推進店」制度を導入し、市民と販売店と市が相互に協力

しながら簡易包装の推進とごみの減量・リサイクルに積極的に取り組んでいます。 

＜推進事業＞ 

①包装の簡素化推進 

②再生品の販売推進 

③資源回収及び買換え古品の下取等の推進

④詰め替え用品等の無駄のない製品の販売推進

⑤その他のごみ減量・リサイクルの推進

⑥その他独自に行っているごみ減量・リサイクル推進事業

年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

店舗数（件） 83 80 80 80 80 

リサル君

「ごみ減量・リサイクル推進店」のマスコットキャラクターです。リ

サイクルの言葉からサルをイメージして作られました。 

手が円を描くことによって、リサイクルを表しています。 
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第７章 し尿関係事業 

１ 収集 

２ 処理 

３ し尿処理施設 

４ し尿処理量の推移 

５ し尿処理の流れ 

６ し尿処理手数料



１ 収集 

し尿の収集業務は、昭和３３年４月から業務委託により収集を開始しました。平成１７年度より市

内全域を委託業者１社（平成１６年度は市内を南北に分け委託業者２社）により、定額制は２０日に

１回、従量制、臨時制、浄化槽汚泥は申込制により収集しています。 

し尿等の収集量は、公共下水道（昭和３８年度から着手）の普及と生活様式の近代化に伴い、

年々減少しています。 

また、公共下水道未整備地区においても家庭用浄化槽の普及により、し尿収集量は減少し、し尿収集

量に対する浄化槽汚泥収集量の割合は、昭和５６年度には浄化槽汚泥が２６％であったものが、令和５

年度では８４．８％となり浄化槽汚泥の割合が増えています。 

２ 処理 

収集されたし尿等は、平成８年１月から寒川町美化センター（寒川町に事務委託）にすべて搬

入し、処理水は高負荷脱窒素処理方式で処理され、流域下水道に放流されています。 

本市のし尿処理残渣については、茅ヶ崎市環境事業センターで焼却処分しています。 

３ し尿処理施設 

し尿処理施設は、広域的事務の一環として、平成５年度から７年度に茅ヶ崎市と寒川町の協同の

し尿処理施設として、寒川町の旧し尿処理施設の跡地に建設されました。 

施 設 名 寒川町美化センター 

位 置 寒川町田端１５７８－３ 

規 模 
敷地 ８，２６４平方メートル 

施設 ２，３１２平方メートル 

完成年月日 平成７年１２月２５日 

建 設 費 ２，０３６，５８４千円 

処理方 式 高負荷脱窒素処理（循環加圧曝気処理方式） 

処理能 力 ７０ｋｌ／日 
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４ し尿処理量の推移 
 
 

年 度 

種 別 

 

令和元年度 

 

令和２年度 

 

令和３年度 

 

令和４年度 

 

令和５年度 

 

 
し尿 

収 集 量（ ｋｌ ） 1,528 1,609 1,392 1,409 1,352 

対 象 人 口 ( 人) 560 515 468 429 416 

対 象 世 帯 数 282 266 242 226 226 

 
浄化槽 

収 集 量（ ｋｌ ） 7,560 7,465 7,272 7,833 7,188 

対 象 人 口 ( 人) 12,838 12,528 12,234 11,960 11,709 

 総収集量（ kl ） 9,087 9,074 8,664 9,242 8,540 

 

１日当たり処理量 

（ k l / 日 ） 

 
25 

 
25 

 
24 

 
25 

 
23 

※人口・世帯数は年度末の数値です。 
 

 

 

５ し尿処理の流れ 
 

 

 

 
事 務 所 

 
 

流域下水道放流 
寒川町 

 

美化センター 

し 尿 

浄化槽汚泥 
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６ し尿処理手数料 

（１）定額制 

一般家庭及びこれに準ずる世帯人員によるもの（１歳未満を除く） 

一人につき 月額１６０円 

 
（２）従量制・臨時制 

定額制によることが適当でないと認められるもの

１０リットルにつき ４０円 

 
（３）浄化槽 

清掃１回につき、以下の表のとおり 
 

浄化槽清掃料金表（清掃１回につき） 
 

 
 

  
 

○ 浄化槽の清掃に関する加算基準 

※令和元年１０月改正（消費税増税により） 

ア：前回清掃を行ってから、１年半を経過し２年半未満のもの→上記金額の３０％相当額

イ：前回清掃を行ってから、２年半以上経過したもの→上記金額の５０％相当額 

 

槽容量 

 

型式 

 

ばっ気型 

１．０㎥以下 4,080 円 

１．０㎥ を超え １．５㎥以下 4,710 円 

１．５㎥を超え ２．０㎥以下 5,550 円 
 

２．０㎥を超えるものについては、０．５㎥ （０．５㎥ 

未満は０．５㎥とする）増すごとに１,１５０円を加算す

る。 

 

槽容量 
 

型式 
 

腐敗型 

１．５㎥以下 6,600 円 

１．５㎥を超え ２．０㎥以下 7,960 円 

２．０㎥ を超え ２．５㎥以下 9,950 円 

２．５㎥ を超え ３．０㎥以下 11,940 円 
 

３．０㎥を超えるものについては、０．５㎥ （０．５㎥未

満は０．５㎥とする）増すごとに２,０９０円を加算する。 
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第８章 美化運動推進事業 
 

１ 環境美化推進事業 

 
２ 民間団体補助事業 

 
３ 海岸清掃事業 



 
 

近年、美化運動が各地で積極的に推進されており、本市においても「明るい清潔なまちづくり」をめ 

ざし、民間各種団体の協力を得て、この運動を展開しています。今後も民間各種団体との連携を強化し、 

美化啓発を含め推進していきます。 
 

１ 環境美化推進事業 

公園・広場・街路など公共的な場所において、自主的に清掃美化活動を実施している自治会や 

ボランティア等の団体に対して、ごみ袋や軍手の提供と収集されたごみの回収を行っています。 

 
地域清掃・ボランティア清掃 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

団 体 数 97 53 111 145 182 

参加人員（人） 7,647 2,227 3,262 3,869 5,787 

 

 

２ 民間団体補助事業 

美化運動の積極的な推進を図るため、各種団体が実施する美化運動推進事業に対して助成を行って

います。 

 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

団 体 数 27 21 0 0 0 

補助金額（円） 249,986 226,597 0 0 0 

令和３年度より休止 

 

 

３ 海岸清掃事業 

海岸のごみ対策については、平成３年度から県・沿岸１３市町・企業の参画により、相模湾の一元

的清掃を目的として（公財）かながわ海岸美化財団が設立され、海岸清掃を実施しています。 

 
市から（公財）かながわ海岸美化財団への負担金 （単位：千円） 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市負担金 10,910 11,473 11,728 11,304 11,548 

 
その他、毎年市民参加による「美化キャンペーン クリーン茅ヶ崎」を年２回（６月と７月の最終

の日曜日）実施し、海岸清掃を行っています。 

 
美化キャンペーン クリーン茅ヶ崎（年 1 回実施） 

年 度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

参加人員(人） 2,088 0 500 1,460 1,565 

可燃ごみ（ｔ) 2.86 0 0.42 1.54 2.33 

不燃ごみ（ｔ) 2.48 0 0.28 0.56 0.98 

合 計 （ｔ) 5.34 0 0.70 2.10 3.31 

令和２年度は新型コロナウイルス感染防止のため中止

令和３年度は茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会主催 
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 第９章 参考資料 
 

 
 

〇 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 

 

〇 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則 

 

〇 適正処理困難物の指定について 

 

〇 茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会規則 

 

〇 茅ヶ崎市ごみ減量化・資源化基金条例 

 

〇 令和６年度版ごみと資源物の分け方・出し方 



 

〇 茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例 

平成５年３月３０日 

条例第１号

改正 平成７年３月２７日条例第７号

平成１０年１２月２８日条例第４５号

平成１１年３月２５日条例第６号 

平成１１年１２月２２日条例第２５号

平成１２年３月２９日条例第１号 

平成１２年１２月２２日条例第４６号

平成１４年３月２７日条例第１２号平

成１５年１０月１日条例第２９号平成 

１５年１２月１８日条例第４２号平成 

１６年３月２６日条例第９号 

平成１７年１２月２１日条例第６１号

平成１９年１２月１８日条例第４１号

平成２３年３月２４日条例第１４号平

成２４年３月２８日条例第１０号平成 

２６年６月３０日条例第３０号 

平成２９年３月２８日条例第１７号

令和元年６月２５日条例第３号

令和３年３月２５日条例第８号 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 市民の参加等（第７条～第１０条） 

第３章 減量化及び資源化の推進（第１１条～第１８条） 

第４章 廃棄物の適正処理（第１９条～第２６条） 

第５章 一般廃棄物処理計画（第２７条・第２８条） 

第６章 生活環境影響調査結果の縦覧等（第２９条～第３４条） 

第７章 手数料等（第３５条～第３７条） 

第８章 雑則（第３８条～第４１条） 

第９章 罰則（第４２条・第４３条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物等の発生を抑制し、再生利用等の循環的な利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を

推進することにより、資源循環型社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で文化

的な生活の確保に寄与することを目的とする。 

（平１７条例６１・一部改正） 

（定義） 

47



 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下 

「法」という。）及び循環型社会形成推進基本法（平成１２年法律第１１０号）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 減量化 廃棄物等の発生を抑制することをいう。 

(2) 資源化 廃棄物等の循環的な利用をすることをいう。 

（平１７条例６１・一部改正） 

（市の責務） 

第３条 市は、あらゆる施策を通じて減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に必要な措置を講じなければならない。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を

講じなければならない。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、減量化及び分別排出による資源化の徹底を図らなければならない。 

２ 市民は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関し、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。 

（平１７条例６１・一部改正） 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物 

（以下「事業系廃棄物」という。）を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関し、市が行う施策に積極的に協力しなければならない。 

（相互協力等） 

第６条 市、市民及び事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理並びに地域の環境の保全の推進に当たっては、

相互に協力し、及び連携しなければならない。 

（平１７条例６１・一部改正） 

第２章 市民の参加等 

（市民の参加） 

第７条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協

力のもとで行うものとする。 

（啓発活動等） 

第８条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努める

ものとする。 

２ 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する学習の機会を市民に提供するよう努めなければなら

ない。 

（市民活動への援助） 

第９条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提

供その他必要な援助を行うものとする。 

（環境指導員） 

第１０条 市長は、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理を推進するため、環境指導員を設置する。 

２ 環境指導員は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理並びに地域の環境の保全の推

進に熱意と識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

（平１４条例１２・旧第１３条繰上、平１７条例６１・一部改正） 
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第３章 減量化及び資源化の推進 

（市の減量化、資源化等） 

第１１条 市は、その業務の遂行に当たり減量化及び資源化を推進するとともに、再生品の利用の促進に努めなければな

らない。 

２ 市は、資源化の推進のため、法第６条第１項の規定により定める一般廃棄物処理計画（以下「一般廃棄物処理計画」と

いう。）で定める廃棄物等集積場所（以下「集積場所」という。）における循環資源の適正な管理及び分別収集に 努

めなければならない。 

（平１４条例１２・旧第１４条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（基金への積立て等） 

第１１条の２ 市は、分別収集をする廃棄物等のうち一般廃棄物処理計画において資源化を目的として収集するもの 

（以下「資源物」という。）を循環資源として売却に努め、その収益金に相当する額を茅ヶ崎市ごみ減量化・資源化

基金として積み立て、及び分別収集に要する費用に充てるものとする。 

（平１７条例６１・追加） 

（市民の減量化、資源化等） 

第１２条 市民は、減量化及び資源化が可能な物の分別を行うとともに、再生品の利用の促進に努めなければならない。 

２ 市民は、第１１条第２項に定める循環資源の適正な管理に協力するものとする。 

（平１４条例１２・旧第１５条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（不用品の下取り） 

第１３条 市民は、商品の購入に伴い不用となる物品があるときは、事業者に対して下取りを求めるよう努めなければ

ならない。 

２ 事業者は、市民が前項の下取りを求めたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない。 

（平１４条例１２・旧第１６条繰上） 

（事業者の減量化、資源化等） 

第１４条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、その製品、容器等（以下「製品等」という。）が長期間使用

することが可能なものの開発に努めるとともに、製品等の修理及び回収体制の確保等により、減量化に努めなければ

ならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、再生利用等の容易な製品等の開発を行い、その製品等の再生利用等

適正な処理方法についての情報を市民に提供し、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第

４８号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）及び再生品を積極的に利用すること等により、資源化に努めな

ければならない。 

（平１４条例１２・旧第１７条繰上、平１５条例４２・一部改正） 

（適正包装等の推進） 

第１５条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、再利用することが可能な容器、包装材等を使用するように努

めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならな

い。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、その容器、包装材等の減量化及び資源化を推進するための基準を

定めるように努めなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する基準に係る情報等について、事業者から要請があった場合には、協力しなければならない。 

（平１４条例１２・旧第１８条繰上） 
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（多量排出事業者の義務） 

第１６条 市長は、事業系廃棄物を多量に排出し、かつ、一般廃棄物処理計画における一般廃棄物処理量の見込みに著

しい影響があると認めるときは、当該事業系廃棄物を排出する者（以下「多量排出事業者」という。）に対して、

減量化及び資源化を図るように指示することができる。 

２ 多量排出事業者は、前項の規定による減量化及び資源化の指示を受けたときは、廃棄物の処理に関する実績並びに減

量化及び資源化に関する計画を記載した書類（以下「減量化等計画書」という。）を作成し、市長に提出しなければ

ならない。 

３ 多量排出事業者は、減量化等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければ

ならない。 

（平１４条例１２・旧第１９条繰上、平１７条例６１・平１９条例４１・一部改正） 

（改善勧告等） 

第１７条 市長は、多量排出事業者が減量化等計画書に基づく減量化及び資源化を図ることができないと認めたときは、

期限を定めて改善その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

（平１４条例１２・旧第２０条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（受入拒否） 

第１８条 市長は、多量排出事業者が減量化等計画書を提出しないとき、又は前条に規定する勧告に従わず、かつ、改

善の意思がないと認めるときは、当該多量排出事業者からの事業系廃棄物の受入れを拒否することができる。 

（平１４条例１２・旧第２１条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

第４章 廃棄物の適正処理 

（占有者等の自己処分等） 

第１９条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。）は、容易に処分す

ることができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するように努めなければならない。 

２ 占有者等は、臨時に多量の一般廃棄物を市の施設で処理しようとするときは、市長の指示に従って行わなければなら

ない。 

（平１４条例１２・旧第２２条繰上、平１７条例６１・平１９条例４１・一部改正） 

（事業者の自己処理責任等） 

第２０条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しな

ければならない。 

（平１４条例１２・旧第２３条繰上） 

（一般廃棄物の自己処理の基準） 

第２１条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）第３条又は第４条の２に定める基準に従って行わなけ

ればならない。 

（平１１条例６・一部改正、平１４条例１２・旧第２４条繰上、平１９条例４１・一部改正） 

（市が処理する事業系一般廃棄物等） 

第２２条  市は、一般廃棄物の処理に支障が生じない範囲内で、一般廃棄物と合わせて処理することが必要と認める事業系一

般廃棄物（事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。次項において同じ。）の処理を行うことができる。 

２ 事業者は、前項の規定により事業系一般廃棄物を排出するときは、市長の指示に従って行わなければならない。 
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３ 法第１１条第２項の規定により市が処分する産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。 

（平１４条例１２・旧第２５条繰上・一部改正、平１９条例４１・一部改正） 

（一般廃棄物の排出方法） 

第２２条の２ 占有者等及び事業者は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を適正に分別して排出しなければならない。 

２ 占有者等及び事業者は、市が収集し、運搬し、及び処分する一般廃棄物（別表第１の１の項、２の項、３の項及び４ の

項第２号に規定する一般廃棄物を除く。）を排出するときは、規則で定める収集袋（以下「指定収集袋」とい

う。）を使用しなければならない。ただし、規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。 

（令３条例８・追加） 

（調査） 

第２２条の３ 市長は、前条の規定に違反して一般廃棄物を排出した占有者等及び事業者を特定するために必要がある

と認めるときは、当該一般廃棄物に関し必要な調査を行うことができる。 

（令３条例８・追加） 

（改善勧告） 

第２２条の４ 市長は、第２２条の２の規定に違反して一般廃棄物を排出した占有者等及び事業者に対し、排出方法の

改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（令３条例８・追加） 

（製品等の適正処理の確保） 

第２３条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、廃棄物等となった場合に適正な処理が困難にならないような製品等

の開発に努めること、当該製品等の使用者に対してその適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その

製品等が廃棄物等となった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

（平１４条例１２・旧第２６条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（適正処理困難物の指定） 

第２４条 市長は、製品等で廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定したとき

は、告示するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、自らの責任で当該適正処理困

難物の回収等の措置を講ずるよう要請することができる。 

（平１４条例１２・旧第２７条繰上） 

（排出等の禁止） 

第２５条 占有者等及び事業者は、法第６条の２第１項の規定により市が行う一般廃棄物の収集に際し、次に掲げるも

のを排出してはならない。 

(1) 有毒性物質を含むもの 

(2) 危険性のあるもの 

(3) 著しく悪臭を発するもの 

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの 

(5) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理に著しく支障を及ぼすおそれのあるもの 

２ 占有者等及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処理しようとするとき又は特別管理一般廃棄物を処理する

ときは市長の指示に従って行わなければならない。（平１１条例６・一部改正、平１４条例１２・旧第２８条繰

上、平１７条例６１・平１９条例４１・一部改正 
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（集積場所からの収集又は運搬の禁止） 

第２６条 市、市の委託を受けて廃棄物等の収集又は運搬を業として行う者その他市長が指定する者以外の者は、集積

場所に排出された資源物を収集し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないように命ずることができる。 

（平１７条例６１・全改） 

第５章 一般廃棄物処理計画 

（計画の推進） 

第２７条 市は、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

（平１４条例１２・旧第３０条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（計画の策定等） 

第２８条 市長は、一般廃棄物処理計画の基本的事項の策定に当たっては茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会の意見を聴

かなければならない。 

２ 市長は、一般廃棄物処理計画の基本的事項及び実施のための計画を策定したときは、これを告示するものとする。 

３ 前２項の規定は、一般廃棄物処理計画の基本的事項を変更する場合に準用する。 

（平１４条例１２・旧第３１条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

第６章 生活環境影響調査結果の縦覧等 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第６章の２繰上） 

（縦覧等の対象施設） 

第２９条 法第９条の３第２項（同条第９項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定による同条第１項に規

定する調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果を記載した書類（以下「調査書」という。）の公衆への縦

覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書（以下「意見書」という。）を提出する機会の付与の対象となる一般廃

棄物処理施設（以下「対象施設」という。）の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設 

(2) 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の２繰上、平２３条例１４・一部改正） 

（縦覧等の告示） 

第３０条 市長は、法第９条の３第２項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しよう

とするときは、その旨を告示するものとする。 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の３繰上） 

（縦覧の場所及び期間） 

第３１条 法第９条の３第２項の規定による調査書の縦覧の場所は、市長が前条の規定による告示において指定するも

のとする。 

２ 法第９条の３第２項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条の規定による告示の日の翌日から起算して１月間と

する。 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の４繰上） 

（意見書の提出先及び提出期限） 

第３２条 法第９条の３第２項の規定により対象施設の設置及び変更（法第９条の３第８項の規定による届出を要する

場合に限る。以下同じ。）に関し利害関係を有する者が意見書を提出する場合の提出先は、市長が第３０条の規 
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定による告示において指定するものとする。 

２ 法第９条の３第２項の規定による意見書の提出期限は、前条第２項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算し

て２週間を経過する日までとする。 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の５繰上・一部改正、平２３条例１４・一部改正） 

（環境影響評価との関係） 

第３３条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は神奈川県環境影響評価条例 

（昭和５５年神奈川県条例第３６号）に基づく環境影響評価（生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限

る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前３条に定める手続を経たものとみなす。 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の６繰上） 

（他の市町村の長との協議） 

第３４条 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市町村の区域が含まれる場合には、当該市町村の長に対し

調査書の写しを送付し、当該調査書の公衆への縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。 

（平１１条例６・追加、平１４条例１２・旧第３５条の７繰上） 

第７章 手数料等 

（一般廃棄物処理手数料） 

第３５条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定により徴収する一般廃棄物の収集、運搬及び処分

に係る手数料（以下「一般廃棄物処理手数料」という。）は、別表第１に掲げるとおりとする。 

２ 市長は、特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、一般廃棄物処理手数料の額の５０パーセント以

内において規則で定める額を加算することができる。 

３ 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料の額（前項の規定により一般廃棄物

処理手数料の額に加算した場合にあっては、当該概算した額を含む。）を減免することができる。 

４ 既納の一般廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理

手数料の全部又は一部を還付することができる。 

（平１２条例１・平１２条例４６・一部改正、平１４条例１２・旧第３６条繰上、平１７条例６１・令３条例

８・一部改正） 

（指定収集袋の交付） 

第３５条の２ 市長は、一般廃棄物処理手数料（別表第１の４の項第１号及び第４号に規定するものに限る。次項にお

いて同じ。）をあらかじめ納付した者に指定収集袋を交付する。 

２ 市長は、前条第３項の規定により一般廃棄物処理手数料の免除を受けた者に指定収集袋を交付することができる。 

（令３条例８・追加） 

（規則への委任） 

第３５条の３ 前２条に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。 

（令３条例８・追加） 

（産業廃棄物処分費用） 

第３６条 法第１３条第２項の規定による産業廃棄物の処分に要する費用は、別表第２に掲げるとおりとする。 

２ 前項に定めるもののほか、産業廃棄物の処分に要する費用の徴収については、第３５条第２項及び前条の規定を準

用する。 

（平１４条例１２・旧第３７条繰上、平１７条例６１・令３条例８・一部改正） 
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（一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等） 

第３７条 法第７条第１項若しくは第６項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようと

する者、法第７条第２項若しくは第７項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新を

受けようとする者、法第７条の２第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変

更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次

に掲げる手数料を納付しなければならない。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(2) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 １件につき １０，０００円 

(3) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(4) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 １件につき １０，０００円 

(5) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(6) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(7) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 １件につき ５，０００円 

(8) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 １件につき ５，０００円 

（平１４条例１２・旧第３８条繰上、平１５条例２９・平１９条例４１・一部改正）第

第８章 雑則 

（報告の徴収等） 

第３８条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し当該廃棄

物等の処理に関して報告を求め、又は指示をすることができる。 

（平１４条例１２・旧第３９条繰上、平１７条例６１・一部改正） 

（立入調査） 

第３９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に占有者等又は事業者その他必要と認める者の土

地又は建物に立ち入り、調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合は、これを

提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平１４条例１２・旧第４０条繰上・一部改正、平１７条例６１・一部改正） 

（技術管理者の資格） 

第４０条 法第２１条第３項の条例で定める資格は、次のいずれかに該当する者であることとする。 

(1) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（技術士法施行規則（昭和５９年総理府

令第５号）第２条第５号、第１０号又は第１１号に掲げる技術部門につき同法第４条第１項の第２次試験に合格

した者に限る。） 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第８条の１７第２号イからチま

でに掲げる者 

(4) 前３号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

（平２４条例１０・追加） 

（委任） 
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第４１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平１４条例１２・旧第４１条繰上、平２４条例１０・旧第４０条繰下） 

第９章 罰則 

（平１７条例６１・追加） 

第４２条 第２６条第２項の規定による命令に違反した者は、２００，０００円以下の罰金に処する。 

（平１７条例６１・追加、平２４条例１０・旧第４１条繰下・一部改正） 

第４３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。 

（平１７条例６１・追加、平２４条例１０・旧第４２条繰下・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年９月１日から施行する。ただし、第１０条から第１２条までの規定及び附則第４項の規定は、

平成５年６月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止） 

２ 茅ヶ崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年茅ヶ崎市条例第４号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料について適用し、同日前

の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料又は処分費については、なお従前の例による。 

（茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年茅ヶ崎市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成７年条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１上記以外の一般廃棄物臨時の項第２号の規定は、平成７年１０月１日以後に申込

みのあった一般家庭及びこれに準ずるものから臨時に排出される大型ごみに係る処理手数料について適用する。 

附 則（平成１０年条例第４５号）抄 

１ この条例は、平成１１年１月１日から施行する。 

附 則（平成１１年条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附  則（平成１１年条例第２５号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第４６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成１３年４月１日以後に収集及び運搬の申込みのあった一般家庭及びこれに準ずる

ものから排出される特定家庭用機器廃棄物に係る一般廃棄物処理手数料について適用する。 

（茅ヶ崎市証紙条例の一部改正） 

３ 茅ヶ崎市証紙条例（平成７年茅ヶ崎市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１４年条例第１２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１４年６月１日から施行する。

附 則（平成１５年条例第２９号） 

この条例は、平成１５年１２月１日から施行する。

附 則（平成１５年条例第４２号） 

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成１６年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年６月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ この条例の施行の際現に前項の規定による改正後の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

第２６条の規定に基づいて協議がされている開発事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第６１号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年条例第４１号） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の４の項第３号の規定は、この条例の施行の日以後に収集の申込みのあった大型ごみ、特定大型

ごみ及び特定粗大ごみについて適用し、同日前に収集の申込みのあった大型ごみについては、なお従前の例による。 

３ 茅ヶ崎市証紙条例（平成７年茅ヶ崎市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２３年条例第１４号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年条例第１０号）抄 

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２６年条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（一般廃棄物処理手数料に係る経過措置） 

９ 施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、第１９条の規定による改正後の茅ヶ

崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年条例第１７号） 

１ この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の３の項第１号の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に収集、運搬 
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及び処分の申込みのあった動物の死体について適用し、施行日前に収集、運搬及び処分の申込みのあった動物の死体

については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第１の３の項第２号並びに同表４の項第２号及び第４号の規定は、施行日以後に搬入された一般廃棄

物について適用し、施行日前に搬入された一般廃棄物については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（一般廃棄物処理手数料に係る経過措置） 

１３ 施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、第２１条の規定による改正後の茅

ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例別表第１の規定にかかわらず、なお従前の例によ る。 

附 則（令和３年条例第８号） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３５条の２の規定による指定収集袋の交付及び改正後の別表第１の４の項第１号及び第４号に規定する一

般廃棄物処理手数料の徴収は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、改正後の茅ヶ崎市廃棄

物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定の例により行うことができる。 

３ 改正後の別表第１の４の項第２号の規定は、施行日以後に収集の申込みがあった同号に規定する大型ごみ、特定大型

ごみ及び特定粗大ごみ（以下この項において「大型ごみ等」という。）の一般廃棄物処理手数料の額について適用し、

施行日前に収集の申込みがあった大型ごみ等の一般廃棄物処理手数料の額については、なお従前の例による。 

別表第１（第３５条関係） 

（平７条例７・平１１条例２５・平１２条例４６・平１４条例１２・一部改正、平１９条例４１・全改、平２ 

６条例３０・平２９条例１７・令元条例３・令３条例８・一部改正） 

種別 取扱区分 手数料 

 

１ 

 

し 

屎尿 
(1) 一般家庭及びこれに準ずるものから定期に排出されるもの １人（１歳未満の者を除

く。）につき月額１６０円 

  
(2) 前号の算出基準によることが適当でないものとして規則で

定めるもの 

１０リットルにつき４０円 

２ 浄化槽の汚泥 (1) 腐敗型の浄化槽 
 

  ア 容量が１．５立方メートル以下のもの １回につき６，６００円 

  イ 容量が１．５立方メートルを超え２．０立方メートル 

以下のもの 

１回につき７，９６０円 

  ウ 容量が２．０立方メートルを超え２．５立方メートル 

以下のもの 

１回につき９，９５０円 

  エ 容量が２．５立方メートルを超え３．０立方メートル 

以下のもの 

１回につき１１，９４０円 

  オ 容量が３．０立方メートルを超えるもの １回につき１１，９４０円

に０．５立方メートルを増

すまでごとに２，０９０円 

を加えて得た額 
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(2) ばっ気型の浄化槽 

 

ア 容量が１．０立方メートル以下のもの １回につき４，０８０円 

イ 容量が１．０立方メートルを超え１．５立方メートル 

以下のもの 

１回につき４，７１０円 

ウ 容量が１．５立方メートルを超え２．０立方メートル 

以下のもの 

１回につき５，５５０円 

エ 容量が２．０立方メートルを超えるもの １回につき５，５５０円に

０．５立方メートルを増す

までごとに１，１５０円を 

加えて得た額 

３ 動物の死体（畜産業

に係るものを除く。） 

(1) 市が収集し、運搬し、及び処分するもの １体につき７，１５０円 

(2) 市長の指定する処理施設に直接搬入するもの １体につき４，８３０円 

４ その他の一般廃棄物 (1) 一般家庭及びこれに準ずるものから指定収集袋を使用して 

排出されるもの 

 

  ア ５リットル袋 １袋につき１０円 

  イ １０リットル袋 １袋につき２０円 

  ウ ２０リットル袋 １袋につき４０円 

  エ ４０リットル袋 １袋につき８０円 

  
(2) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもので市が

戸別に収集するもの 

 

  ア 大型ごみ（一辺の長さがおおむね５０センチメートルを

超え２メートル未満のもの（イに掲げるものを除 

く。）をいう。） 

１個につき７００円 

  イ 特定大型ごみ（一辺の長さがおおむね１メートルを超 

え２メートル未満のもので規則で定めるものをいう。） 

１個につき１，４００円 

  ウ 特定粗大ごみ（一辺の長さがおおむね５０センチメート

ル以下のもので定期の収集により難いものとして規則 

で定めるものをいう。） 

１個につき７００円 

  
(3) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもので規則

で定める一般廃棄物処理施設に直接搬入するもの 

 

  ア １００キログラム以下のもの １回につき１，４００円 

  イ １００キログラムを超えるもの １回につき１，４００円に 

１０キログラム増すごとに

１４０円を加えて得た額 

  
(4) 事業活動に伴い排出されるもので指定収集袋を使用して排

出されるもの 

 

  ア ２０リットル袋 １袋につき１５０円 

  イ ４０リットル袋 １袋につき３００円 

  
(5) 事業活動に伴い排出されるもので規則で定める一般廃棄 
物処理施設に直接搬入するもの 

１０キログラムにつき２８０円 
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備考 

１ 屎尿の処理に係る手数料が１の項第１号の規定による場合において、屎尿の処理を月の中途から開始した場合

又は月の中途で廃止した場合であっても、その月に処理をしたときは、その月分は、徴収する。 

２ 屎尿の処理に係る手数料が１の項第１号の規定による場合において、月の中途で世帯の人員に異動を生じても、

その月分は、変更しない。 

別表第２（第３６条関係） 

（平７条例７・平１１条例２５・平１４条例１２・一部改正、平１９条例４１・全改、令３条例８・一部改正） 

 

取扱区分 費用 

第２２条第３項の規定により市長が定めた産業廃棄物で規則で定める一般廃棄物処理施設

に直接搬入するもの 

１０キログラムにつき２８ 

０円 
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〇  茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則 

平成５年８月２０日 

規則第３１号

改正 平成７年３月２７日規則第１２号

平成７年９月２９日規則第３０号 

平成１０年５月１５日規則第１８号

平成１１年３月２５日規則第１６号

平成１２年３月１日規則第６号 

平成１２年１２月２２日規則第５６号

平成１４年３月２７日規則第１２号平

成１５年１０月１日規則第４０号平成 

１６年３月２６日規則第２４号平成１ 

６年６月２３日規則第４３号平成１７ 

年１２月２１日規則第６４号平成１９

年１２月１８日規則第４９号 

（題名改称） 

平成２０年１０月１日規則第２８号

平成２２年２月２５日規則第１号平

成２４年３月３０日規則第１８号平

成２４年６月２９日規則第３２号平

成２６年６月３０日規則第２６号平

成２６年１０月１日規則第４０号 

平成２９年１２月２７日規則第７２号

令和元年９月２７日規則第２０号

令和２年７月２９日規則第４０号

令和３年３月２５日規則第１５号 

令和３年７月１日規則第３５号

注 平成７年９月から改正経過を注記した。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」という。）及び茅ヶ

崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年茅ヶ崎市条例第１号。以下「条例」という。） 

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平１９規則４９・一部改正） 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。 

（環境指導員の職務等） 

第３条 条例第１０条第１項の環境指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。 

(1) 市が行う減量化及び資源化の運動に対する参加及び協力に関すること。 

(2) 地域における減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理等に関する指導及び啓発に関すること。 
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(3) 条例第１１条第２項に規定する廃棄物等集積場所に関する指導に関すること。 

(4) その他一般廃棄物に関する市との連絡調整に関すること。 

２ 環境指導員の任期は、２年とする。ただし、補欠の環境指導員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 環境指導員は、再任されることができる。 

（平１２規則６・平１４規則１２・平１７規則６４・平１９規則４９・一部改正） 

（多量排出事業者の指定等） 

第４条 条例第１６条第１項に規定する多量排出事業者は、一事業所単位で、年間おおむね６０トン以上の事業系一般廃棄

物を排出する事業者とする。 

２ 条例第１６条第２項に規定する減量化等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 事業系一般廃棄物の発生量並びに種類及びその種類ごとの数量の見込み 

(2) 事業系一般廃棄物のうち再生利用等資源化するものの種類、数量及び資源化委託先並びに再生品名 

(3) 事業系一般廃棄物のうち減量化をすることができるものの種類及び数量並びに減量化の方法 

(4) その他減量化及び資源化の計画 

３ 条例第１６条第３項の規定による届出は、減量化等計画書記載事項変更届出書（第１号様式）により行うものとす

る。 

（平１１規則１６・平１４規則１２・平１７規則６４・平１９規則４９・一部改正） 

（改善勧告） 

第５条 条例第１７条の規定による勧告は、勧告書により行うものとする。 

（平１４規則１２・一部改正） 

（受入拒否） 

第６条 条例第１８条の規定による事業系廃棄物の受入れの拒否は、廃棄物受入拒否通知書により行うものとする。 

（平１４規則１２・平１７規則６４・平１９規則４９・一部改正） 

（多量の一般廃棄物） 

第７条 条例第１９条第２項に規定する多量の一般廃棄物は、１００キログラム以上の一般廃棄物とする。 

（平１４規則１２・一部改正） 

（指定収集袋等） 

第７条の２ 条例第２２条の２第２項に規定する指定収集袋（以下「指定収集袋」という。）は、汚水が漏れず、耐水

性及び内容物が識別できる程度の透明性を有するもので、別表第１に定めるものとする。 

２ 条例第２２条の２第２項ただし書に規定する場合は、次に掲げる一般廃棄物を他の一般廃棄物と分別し、排出する場合

とする。 

(1) 資源物 

(2) 草、葉及び枝 

(3) 紙おむつ 

(4) ストーマ装具の使用及び腹膜透析により生じる廃棄物 

(5) 乾電池 

(6) 蛍光ランプ、水銀体温計その他の水銀又はその化合物が使用されている廃棄物 

(7) その他市長が特に必要と認めるもの 

（令３規則１５・追加） 

（指定収集袋の使用による事業系一般廃棄物の排出） 
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第７条の３ 指定収集袋の使用による事業系一般廃棄物の排出は、１回につき４０リットル袋１袋に相当する量を限 

度とする。 

（令３規則１５・追加） 

（禁止命令） 

第８条 条例第２６条第２項の規定による命令は、禁止命令書により行うものとする。 

（平１７規則６４・追加、平１９規則４９・旧第８条の２繰上・一部改正） 

（一般廃棄物の処理の届出） 

し 

第９条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。）は、屎尿の処 

 

理、浄化槽の清掃又は動物の死体の処理を受けようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 占有者等（屎尿の処理を受けている者に限る。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け

出なければならない。 

(1) 住所又は世帯及び人員に変更があったとき。 

(2) 屎尿の処理に係る手数料の取扱区分を変更すべき事由が生じたとき。 

(3) 屎尿の処理を中止し、又は廃止するとき。 

（平１１規則１６・追加、平１４規則１２・一部改正、平１６規則２４・旧第９条の２繰上、平１９規則４ 

９・全改） 

（屎尿の収集の確認） 

第１０条 市長は、屎尿の処理（条例別表第１の１の項第１号に規定する定額によるものに限る。）を行ったときは、屎

尿くみ取り済票を当該屎尿の処理を受けた者に交付するものとする。 

２ 市長は、屎尿の処理（条例別表第１の１の項第２号に規定する従量によるものに限る。）又は浄化槽の清掃を行ったと

きは、屎尿（浄化槽汚泥）処理券により、当該屎尿の処理又は浄化槽の清掃を受けた者に確認を求めるものとする。 

（平１５規則４０・一部改正、平１９規則４９・全改） 

（一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等） 

第１１条   法第７条第１項若しくは第６項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可を受けようと

する者又は法第７条第２項若しくは第７項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の 許可の更

新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等許可（許可更新）申請書（第２号様式）により市長に 申請しなけ

ればならない。 

（平１５規則４０・一部改正、平１９規則４９・全改） 

（一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請等） 

第１２条 法第７条第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業者」とい

う。）又は法第７条第６項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けた者（以下「一般廃棄物処分業者」とい

う。）が、法第７条の２第１項の規定による収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一

般廃棄物収集運搬業等変更許可申請書（第３号様式）に当該変更の申請に係る許可証を添えて市長に 申請しなければな

らない。 

（平１０規則１８・一部改正、平１９規則４９・全改） 

（許可の基準） 

第１３条 法第７条第１項若しくは第６項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又 は 

同条第２項若しくは第７項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新をする場合の 

 基準は、法第７条第５項各号又は第１０項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 
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(1) 申請者が自ら事業を実施する者であること。 

(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）第３条に定める事項を実施

するために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行すること

ができる能力を有する者であること。 

２ 前項の規定は、法第７条の２第１項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更

の許可をする場合について準用する。（平１９規則４９・全改） 

（許可証の交付等） 

第１４条 市長は、法第７条第１項若しくは第６項、同条第２項若しくは第７項又は法第７条の２第１項の規定による許

可をしたときはその旨を、許可をしないときはその旨及び理由を書面により申請者に通知するものとする。この場合

において、許可をしたときは、許可の種別に応じ、次に掲げる許可証を申請者に交付するものとする。 

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証（第４号様式） 

(2) 一般廃棄物処分業許可証（第５号様式） 

(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可証（第６号様式） 

(4) 一般廃棄物処分業変更許可証（第７号様式） 

２ 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（平１９規則４９・全改） 

（許可証の再交付） 

第１５条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、許可証を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、許可

証再交付申請書（第８条様式）により市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。 

２ 許可証の損傷又は汚損により前項の規定による申請を行う者は、同項の申請書に当該損傷し、又は汚損した許可

証を添付するものとする。 

３ 許可証の亡失により許可証の再交付を受けた者が、当該亡失した許可証を発見したときは、直ちに当該許可証を市

長に返還しなければならない。 

（平１９規則４９・全改） 

（事業の廃止等の届出） 

第１６条 法第７条の２第３項の規定による届出は、廃止又は変更の日から１０日以内に、事業廃止・変更届出書 

（第９号様式）を市長に提出してしなければならない。 

（平１９規則４９・全改） 

（許可の取消し等） 

第１７条  市長は、法第７条の３又は法第７条の４に定める場合のほか、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業

者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその許可を取り

消すことができる。 

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。 

(2) 第１３条に規定する基準に該当しなくなったとき。 

２ 法第７条の３若しくは法第７条の４又は前項の規定による事業の全部若しくは一部の停止の命令又は許可の取消し

は、事業停止命令書又は許可取消決定書により行うものとする。 

（平１９規則４９・全改） 

（許可証の返還） 

第１８条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許 
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可証を市長に返還しなければならない。 

(1) 許可証の有効期限が経過したとき。 

(2) 許可を取り消されたとき。 

(3) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業を廃止したとき。 

(4) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。 

（平７規則３０・平１２規則５６・平１４規則１２・一部改正、平１９規則４９・全改） 

（縦覧の告示） 

第１９条 条例第３０条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。 

(1) 縦覧の場所 

(2) 縦覧の期間及び時間 

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見書の提出先及び提出期限 

(4) 一般廃棄物処理施設の名称 

(5) 一般廃棄物処理施設の設置の場所 

(6) 一般廃棄物処理施設の種類 

(7) 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類 

(8) 一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の

用に供される場所の面積及び埋立容量） 

(9) その他市長が必要と認める事項 

（平１４規則１２・平１７規則６４・一部改正、平１９規則４９・全改） 

（手数料等の算定の基礎等） 

第２０条 条例別表第１の１の項第１号の人員は、毎月１日（１歳未満の者にあっては、毎年４月１日）における世帯

の人員とする。ただし、月の中途から収集した世帯については、収集した日における人員とする。 

２ 条例別表第１の１の項第２号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(1) 一般家庭及びこれに準ずるものから臨時に排出されるもの 

(2) 不特定多数の者が使用する便所から排出されるもの 

(3) 臨時に収集する必要がある便所から排出されるもの 

(4) その他人員により算出することが適当でないと市長が認めるもの 

３ 条例別表第１の１の項第２号並びに４の項第３号及び第５号に掲げる一般廃棄物処理手数料並びに条例別表第２ 

条に掲げる産業廃棄物の処分に要する費用を算出する基礎となる数量は、市長の計量する数量による。 

４ 条例別表第１の４の項第３号及び第５号並びに別表第２の規則で定める一般廃棄物処理施設は、焼却施設及び破砕

処理施設とする。 

５ 条例別表第１の４の項第２号イに規定する規則で定める特定大型ごみ及び同号ウに規定する規則で定める特定粗大

ごみは、別表第２に掲げるものとする。 

（平１４規則１２・平１７規則６４・一部改正、平１９規則４９・全改、令３規則１５・一部改正） 

（手数料等の徴収） 

第２１条 条例第３５条第１項に規定する一般廃棄物処理手数料は、次の各号に定めるところにより徴収する。この場

合において、市長は、納入通知書により徴収するときは、これを納期限の１０日前までに交付しなければならない。 

(1) 条例別表第１の１の項第１号に規定するものについては、１年分を４期に区分し、各期の末日までに徴収す

る。 
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(2) 条例別表第１の１の項第２号及び２の項に規定するものについては、処理をした日の属する月の翌月の末日

までに徴収する。 

(3) 条例別表第１の３の項に規定するものについては、処理の都度徴収する。 

(4) 条例別表第１の４の項第１号、第２号及び第４号に規定するものについては、処理前に徴収する。 

(5) 条例別表第１の４の項第３号及び第５号に規定するものについては、搬入の都度徴収する。ただし、市長が認

めたときは、搬入した日の属する月の翌月の末日までに徴収する。 

(6) 市長が前各号に掲げる方法以外の方法により徴収することが適当と認めるものについては、市長が適当と認め

る方法により徴収する。 

２ 条例第３６条第１項の産業廃棄物の処分に要する費用は、処分の都度徴収する。 

（平１６規則４３・平１９規則４９・全改、令３規則１５・一部改正） 

（手数料等の加算の基準） 

第２２条 条例第３５条第２項の規定により同条第１項の一般廃棄物処理手数料に加算する場合は、処理が通常の方法

により難い場合とし、その額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額（その額に１０円未満の端数があ

るときは、その端数の額を１０円に切り上げた額）とする。 

(1) 一般家庭及びこれに準ずるものから排出されるもの ３０パーセント相当額 

(2) 前号に掲げるもの以外のものから排出されるもの ５０パーセント相当額 

(3) 浄化槽の汚泥 次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額 

ア １年６月以上２年６月未満の期間使用したもの ３０パーセント相当額イ

２年６月以上の期間使用したもの ５０パーセント相当額 

２ 条例第３６条第２項において準用する条例第３５条第２項の規定により条例第３６条第１項の産業廃棄物の処分に

要する費用に加算する場合は、処分が通常の方法により難い場合とし、その額は、５０パーセント相当額とする。 

（平１９規則４９・全改、平２６規則２６・一部改正） 

（手数料の減免） 

第２３条 条例第３５条第３項の規定による一般廃棄物処理手数料の減免は、次の各号に掲げる場合に行うものとし、そ

の額は、当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 天災その他災害を受けた者が当該災害による一般廃棄物を排出するとき 免除 

(2) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）の規定によ

る支援給付受給世帯（次号において「被保護世帯等」という。）に属する者が条例別表第１の３の項及び４の項第

２号及び第３号に規定する一般廃棄物を排出するとき免除 

(3) 次に掲げる世帯に属する者が条例別表第１の４の項第１号に規定する一般廃棄物を排出するとき免除 

ア 被保護世帯等 

イ 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）の規定による児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）の規定による特別児童扶養手当の支給 

を受けている者の属する世帯 

エ 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成３年茅ヶ崎市条例第２６号）の規定による医療費の

助成を受けている者の属する世帯 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額 
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２ 前項第３号に掲げる場合の免除は、１年度につき、一般家庭及びこれに準ずるものから２０リットル袋１２０枚を

使用して一般廃棄物が排出された場合の一般廃棄物処理手数料の額に相当する額を限度とする。 

３ 条例第３５条第３項の規定による減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書（第１０号様式）

により市長に申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

４ 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証する書類を提出させる

ことができる。 

５ 市長は、第３項の規定による申請があった場合において、減免の承認をするときはその旨を、減免の承認をしない

ときはその旨及び承認をしない理由を申請者に通知するものとする。 

（平１９規則４９・追加、平２０規則２８・平２６規則４０・平２９規則７２・令３規則１５・一部改正） 

（実績報告） 

第２４条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、毎月１０日までに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分

に関する前月の実績を事業実績報告書（第１１号様式）により市長に報告しなければならない。 

（平１９規則４９・追加） 

（改善命令） 

第２５条 法第１９条の３の規定による改善命令は、改善命令書により行うものとする。 

（平１９規則４９・旧第２３条繰下・一部改正） 

（措置命令） 

第２６条 法第１９条の４第１項の規定による措置命令は、措置命令書により行うものとする。 

（平１９規則４９・旧第２４条繰下・一部改正） 

（立入調査員証） 

第２７条 条例第３９条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（第１２号様式）とする。 

（平１４規則１２・平１７規則６４・一部改正、平１９規則４９・旧第２５条繰下・一部改正） 

（補則） 

第２８条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平１９規則４９・旧第２６条繰下・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成５年９月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止） 

２ 茅ヶ崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和４７年茅ヶ崎市規則第１８号。以下「旧規則」とい

う。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則（以下「新規則」という。）の施行前に旧規則の規定によってした手続その他の行為は、新規則中これに

相当する規定があるときは、新規則の相当規定によってしたものとみなす。 

４ 旧規則の規定により調整した帳票で、現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえ、引き

続きこれを使用することができる。 

附 則（平成７年規則第１２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年１０月１日から施行する。ただし、附則第２項の規定は、同年７月１日から施行する。 
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（茅ヶ崎市財務規則の一部改正） 

２ 茅ヶ崎市財務規則（昭和４７年茅ヶ崎市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成７年規則第３０号） 

この規則は、平成７年１０月１日から施行する。

附 則（平成１０年規則第１８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によ

る一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けている者の許可の期間は、当該期間の経過する日の翌日

を起算日として１年延長するものとする。 

附 則（平成１１年規則第１６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（平成１２年規則第６号） 

この規則は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年規則第５６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市証紙条例施行規則の一部改正） 

３ 茅ヶ崎市証紙条例施行規則（平成７年茅ヶ崎市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１４年規則第１２号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１４年６月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

３ この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施

行規則第２５条の規定により交付されている身分証明書は、改正後の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理

等に関する条例施行規則第２５条に規定する身分証明書とみなす。 

附 則（平成１５年規則第４０号） 

この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。

附 則（平成１６年規則第２４号） 

この規則は、平成１６年６月１日から施行する。

附 則（平成１６年規則第４３号） 

この規則は、平成１６年７月１日から施行する。

附 則（平成１７年規則第６４号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年規則第４９号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によ

り提出され、又は交付されている文書は、改正後の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の

相当規定により提出され、又は交付された文書とみなす。 

（茅ヶ崎市事務分掌規則の一部改正） 

３ 茅ヶ崎市事務分掌規則（平成１４年茅ヶ崎市規則３号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（茅ヶ崎市財務規則の一部改正） 

４ 茅ヶ崎市財務規則（昭和４７年茅ヶ崎市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（茅ヶ崎市歳入口座振替規則の一部改正） 

５ 茅ヶ崎市歳入口座振替規則（平成３年茅ヶ崎市規則第１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

（茅ヶ崎市証紙条例施行規則の一部改正） 

７ 茅ヶ崎市証紙条例施行規則（平成７年茅ヶ崎市規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成２０年規則第２８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附  則（平成２２年規則第１号） 

この規則は、平成２２年５月１日から施行し、改正後の第１１号様式の規定は、同年４月分以後の実績報告について

適用する。 

附 則（平成２４年規則第１８号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年規則第３２号） 

この規則は、平成２４年７月９日から施行する。

附 則（平成２６年規則第２６号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の一部改正に伴う経過措置） 

第１４条 施行日前に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料につき、茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及

び適正処理等に関する条例（平成５年茅ヶ崎市条例第１号）第３５条第２項の規定により加算する額は、第１ ３ 条の

規定による改正後の茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第２２条第１項の規定にかか  わ

らず、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年規則第７２号） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第２３条第１項第２号の規定は、この規則の施行の日以後に行った一般廃棄物の収集、運搬及び処分 

（以下「収集等」という。）に係る手数料について適用し、同日前に行った一般廃棄物の収集等に係る手数料につい

ては、なお従前の例による。 
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附 則（令和元年規則第２０号）この規則は、令和２年４月１日から施行する。附 則（令和２年規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。

附  則（令和３年規則第１５号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和３年規則第３５号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の様式の規定により作成されている帳票は、なお当分の間、必要な調整をして使用

することができる。 

別表第１（第７条の２関係） 

（令３規則１５・追加） 

区分 種類 容量 

条例別表第１の４の項第１号に規定する

一般廃棄物 

５リットル袋 ５リットル相当 

１０リットル袋 １０リットル相当 

２０リットル袋 ２０リットル相当 

４０リットル袋 ４０リットル相当 

条例別表第１の４の項第４号に規定する

一般廃棄物 

２０リットル袋 ２０リットル相当 

４０リットル袋 ４０リットル相当 

別表第２（第２０条関係） 

（平１９規則４９・旧別表第１・全改、平２４規則１８・令元規則２０・一部改正、令３規則１５・旧別

表・一部改正） 

１ 特定大型ごみ 

安楽椅子 鏡付き化粧だんす 書棚 食器棚 寝台 卓 たんす 机 

２ 特定粗大ごみ 

ガス調理機器 暖房機器（灯油又はガスを燃料とするものに限る。） タイヤチェーン（金属製のものに限る。） 

鉄亜鈴 その他これらに類するもの 
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第１号様式（第４条関係） 

（平１９規則４９・全改、令３規則３５・一部改正）第

２号様式（第１１条関係） 

（平１９規則４９・全改、平２４規則３２・令２規則４０・令３規則３５・一部改正） 

第３号様式（第１２条関係） 

（平１９規則４９・全改、令３規則３５・一部改正）第

４号様式（第１４条関係） 

（平１９規則４９・全改） 

第５号様式（第１４条関係） 

（平１９規則４９・全改） 

第６号様式（第１４条関係） 

（平１９規則４９・全改） 

第７号様式（第１４条関係） 

（平１９規則４９・全改） 

第８号様式（第１５条関係） 

（平１９規則４９・全改、令３規則３５・一部改正）第

９号様式（第１６条関係） 

（平１９規則４９・全改、令３規則３５・一部改正）第

１０号様式（第２３条関係） 

（平１９規則４９・全改、令３規則３５・一部改正）第

１１号様式（第２４条関係） 

（平１９規則４９・平２２規則１・全改、令３規則３５・一部改正） 

第１２号様式（第２７条関係） 

（平１９規則４９・全改） 
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〇  適正処理困難物の指定について 
 

平成１８年９月１２日 

告示第１７４号

改正 平成２２年４月１日告示第９１号

平成２４年３月３０日告示第７０号 

平成２５年４月１日告示第７５号

平成３１年３月１８日告示第６５号 

茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年茅ヶ崎市条例第１号）第２４条第１項の規

定により、次のとおり適正処理困難物を指定しました。 

塗料及びその溶剤 在宅医療廃棄物で感染性の疑いのあるもの 廃油（食用油を除く。） 薬品（農薬を含む。） 
 

こう               

石綿 自動車（部品を含む。） オートバイ（部品を含む。） タイヤ バッテリー 瓦 石 砂 土 石膏製品 
 

タイル 断熱材 コンクリートブロック れんが コンクリートの破片及びくずその他の建設廃材  ソーラーパネル太陽熱温

水器 電気温水器 畳 便器  ピアノ  農業用機械  芝刈機（エンジン式のものに限る。）  発電機  汎用モーター井戸

ポンプ 電動車いす 電動式ベッド スプリングマットレス（横幅１４０センチメートルを超えるものに限る。） ガス容

器（容量５キログラム未満のプロパンガスボンベを除く。） 耐火金庫 うす 漬物石 木 

（木材を含む。）（長さ２メートルを超えるもの又は直径２０センチメートルを超えるものに限る。） 

改正文（平成２４年告示第７０号）抄 

平成２４年４月１日から施行します。 

改正文（平成３１年告示第６５号）抄

平成３１年４月１日から施行します。 
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〇  茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会規則 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
（趣旨）

平成５年５月３１日 

規則第１４号

改正 平成１０年１２月２８日規則第５６号

平成１２年３月２９日規則第８号 

平成２２年３月２６日規則第１１号

平成２８年６月３０日規則第３８号 

第１条 この規則は、茅ヶ崎市附属機関設置条例（平成１０年茅ヶ崎市条例第４４号）に基づき設置

された茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）の所掌事項、組織及び運営に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（平１０規則５６・全改） 

（所掌事項） 

第２条 審議会は、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する事項その他市長が必要と認

める事項につき市長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は建議するものとする。 

（平１０規則５６・追加、平２８規則３８・一部改正） 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市民 

(2) 関係団体の代表者 

(3) 事業者の代表者 

(4) 学識経験を有する者 

(5) 環境指導員 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（平１０規則５６・追加） 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

（平１０規則５６・旧第２条繰下・一部改正） 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（平１０規則５６・旧第３条繰下・一部改正） 

（専門部会） 
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第６条 審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を調査審議するため専門部会（以下「部会」と

いう。）を置くことができる。 

２ 部会は、審議会の委員のうちから会長の指名する委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。 

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理し、調査審議の経過及び結果を審議会に報告しなければなら

ない。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちからあらか

じめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 

６ 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。 

（平１０規則５６・旧第４条繰下・一部改正） 

（意見の聴取等） 

第７条 審議会は、その任務を行うため必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、

その意見又は説明を聴くことができる。 

（平１０規則５６・旧第５条繰下・一部改正） 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、環境部資源循環課において処理する。 

（平１０規則５６・旧第６条繰下、平１２規則８・平２２規則１１・一部改正） 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

（平１０規則５６・旧第７条繰下） 

附 則 

この規則は、平成５年６月１日から施行する。

附 則（平成１０年規則第５６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年１月１日から施行する。 

（茅ヶ崎市廃棄物減量等推進審議会に関する経過措置） 

５ この規則の施行の日の前日において現に茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する

条例（平成５年茅ヶ崎市条例第１号）による委員であった者は、改正後の茅ヶ崎市廃棄物減量等 推進

審議会規則第３条第１項に規定する委員の区分にかかわらず、改正後の同規則による委員とす る。この

場合において、当該委員の任期は、改正後の同規則第３条第２項本文の規定にかかわらず、同条例による

任期満了の日までとする。 

附 則（平成１２年規則第８号）抄 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

附  則（平成２２年規則第１１号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年規則第３８号） 

この規則は、平成２８年７月１日から施行する。
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〇 茅ヶ崎市ごみ減量化・資源化基金条例 

平成５年５月３０日 

条例第２号 

改正 平成３０年３月２８日条例第１９号 

（目的及び設置） 

第１条 この条例は、増加するごみの減量化及び資源化を促進し、良好な生活環境の保全に資するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、茅ヶ崎市ごみ減量化・資源

化基金（以下「基金」という。）を設置し、その管理及び処分について、必要な事項を定めることを目

的とする。 

（積立て） 

第２条 基金として積立てる額は、次に掲げるものの合計額とし、一般会計歳入歳出予算の定めると

ころによる。 

（１） 予算で定める積立金 

（２） 基金の趣旨に添う寄附金 

（３） 基金の運用から生ずる収益金 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけ

ればならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するもの

とする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（平３０条例１９・追加） 

（処分） 

第６条 基金は、次に掲げる事業等の費用に充てる場合に、これを処分することができる。 

（１） ごみの減量化及び資源化に関する事業に充てるとき。 

（２） ごみの減量化及び資源化に関する市民活動に充てるとき。 

（平３０条例１９・旧第５条繰下） 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平３０条例１９・旧第６条繰下） 

   附 則 

  この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年条例第１９号） 

  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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